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○
国
土
交
通
省
令
第
七
号

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第

三
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年

法
律
第
九
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国

土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令

第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記

部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
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の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
法
第
九
条
の
四
の
主
務
省
令
で
定
め
る
要
件
）

第
六
条
の
二

法
第
九
条
の
四
の
主
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
当
該
年
度
の
前
々

（
新
設
）

年
度
ま
で
の
過
去
三
年
度
に
お
け
る
公
共
交
通
事
業
者
等
の
一
年
度
当
た
り
の
輸

送
人
員
の
平
均
及
び
当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
が
設
置
又
は
管
理
す
る
旅
客
施
設

の
一
日
当
た
り
の
平
均
的
な
利
用
者
の
人
数
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
国
土
交

通
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
移
動
等
円
滑
化
取
組
計
画
書
）

第
六
条
の
三

公
共
交
通
事
業
者
等
（
前
条
の
要
件
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
は

（
新
設
）

、
毎
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
公
共
交
通
事
業
者
等
の

区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
国
土
交
通
大
臣
又
は
地
方
支
分
部
局
の
長

に
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
移
動
等
円
滑
化
取
組
計
画
書
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
二
条
第
四
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の
主

る
者

た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る
地
方

運
輸
局
長

二

法
第
二
条
第
四
号
ホ
に
掲
げ
る
者

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る
地
方

運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を

含
む
。
）

三

法
第
二
条
第
四
号
ヘ
に
掲
げ
る
者
（
特
定

国
土
交
通
大
臣

本
邦
航
空
運
送
事
業
者
（
航
空
法
施
行
規
則

（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
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第
二
百
四
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

特
定
本
邦
航
空
運
送
事
業
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
限
る
。
）

四

法
第
二
条
第
四
号
ヘ
に
掲
げ
る
者
（
前
号

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の
主

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
又
は
同
号
ト
に
掲

た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る
地
方

げ
る
者
の
う
ち
同
条
第
五
号
ホ
に
掲
げ
る
施

航
空
局
長

設
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
も
の

五

法
第
二
条
第
四
号
ト
に
掲
げ
る
者
の
う
ち

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の
主

同
条
第
五
号
ニ
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置
し
、

た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る
地
方

又
は
管
理
す
る
も
の

整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局

長

（
移
動
等
円
滑
化
取
組
報
告
書
）

第
六
条
の
四

前
条
の
移
動
等
円
滑
化
取
組
計
画
書
を
提
出
し
た
公
共
交
通
事
業
者

（
新
設
）

等
は
、
当
該
計
画
を
提
出
し
た
年
度
の
翌
年
度
の
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
前
条
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
公
共
交
通
事
業
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
国
土
交
通
大
臣
又
は
地
方
支
分
部
局
の
長
に
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様
式

に
よ
る
移
動
等
円
滑
化
取
組
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
九
条
の
五
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
六
条
の
五

法
第
九
条
の
五
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

（
新
設
）

る
。

一

前
年
度
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
の
達
成
状
況

二

第
六
条
の
二
の
要
件
に
関
す
る
事
項

（
公
表
）

第
六
条
の
六

公
共
交
通
事
業
者
等
は
、
法
第
九
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
提
出
又
は

（
新
設
）
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法
第
九
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
九
条
の
六
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
）

第
六
条
の
七

法
第
九
条
の
六
の
主
務
省
令
で
定
め
る
移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
情

（
新
設
）

報
は
、
前
年
度
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
の
達
成
状
況
と
す
る
。

（
移
動
等
円
滑
化
困
難
旅
客
施
設
の
認
定
の
申
請
等
）

第
十
二
条
の
二

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
移
動
等
円
滑
化
困
難

（
新
設
）

旅
客
施
設
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

当
該
旅
客
施
設
の
法
第
二
条
第
五
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分

三

当
該
旅
客
施
設
の
名
称
及
び
位
置

四

当
該
旅
客
施
設
が
協
定
建
築
物
特
定
施
設
と
一
体
的
に
利
用
に
供
し
な
け
れ

ば
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
構
造
上
そ
の
他
の
理

由
に
よ
り
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
理
由

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
同
項
第
四
号
に
係
る
事
項
と
し
て
申
請
書
に
記
載
さ
れ

た
内
容
の
根
拠
と
な
る
当
該
旅
客
施
設
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
書
類
及
び
図

面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
移
動
等
円
滑
化
困
難
旅
客

施
設
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。

（
協
定
建
築
物
の
建
築
等
及
び
維
持
保
全
の
計
画
の
認
定
の
申
請
）

第
十
二
条
の
三

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
申
請
を
し
よ

（
新
設
）

う
と
す
る
者
は
、
第
五
号
の
四
様
式
に
よ
る
申
請
書
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ

ぞ
れ
協
定
建
築
物
特
定
施
設
に
係
る
協
定
の
写
し
、
前
条
第
三
項
及
び
第
十
二
条

の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
写
し
並
び
に
次
の
表
に
掲
げ
る
図
書
を
添
え

て
、
こ
れ
ら
を
所
管
行
政
庁
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
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図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

付
近
見
取
図

方
位
、
道
路
、
目
標
と
な
る
地
物
及
び
移
動

等
円
滑
化
困
難
旅
客
施
設

配
置
図

縮
尺
、
方
位
、
敷
地
の
境
界
線
、
土
地
の
高

低
、
敷
地
の
接
す
る
道
等
の
位
置
、
協
定
建

築
物
及
び
そ
の
出
入
口
の
位
置
、
特
殊
な
構

造
又
は
使
用
形
態
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他

の
昇
降
機
の
位
置
、
敷
地
内
の
通
路
の
位
置

及
び
幅
（
当
該
通
路
が
段
又
は
傾
斜
路
若
し

く
は
そ
の
踊
場
を
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
そ
れ
ら
の
位
置
及
び
幅
を
含
む
。
）
、
敷

地
内
の
通
路
に
設
け
ら
れ
る
手
す
り
並
び
に

点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
及
び
線
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
の

位
置
並
び
に
案
内
設
備
の
位
置

各
階
平
面
図

縮
尺
、
方
位
、
間
取
、
各
室
の
用
途
、
床
の

高
低
、
協
定
建
築
物
の
出
入
口
及
び
各
室
の

出
入
口
の
位
置
及
び
幅
、
出
入
口
に
設
け
ら

れ
る
戸
の
開
閉
の
方
法
、
廊
下
等
の
位
置
及

び
幅
、
廊
下
等
に
設
け
ら
れ
る
点
状
ブ
ロ
ッ

ク
等
及
び
線
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
、
高
齢
者
、
障

害
者
等
の
休
憩
の
用
に
供
す
る
設
備
並
び
に

突
出
物
の
位
置
、
階
段
の
位
置
、
幅
及
び
形

状
（
当
該
階
段
が
踊
場
を
有
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
踊
場
の
位
置
及
び
幅
を
含
む
。
）

、
階
段
に
設
け
ら
れ
る
手
す
り
及
び
点
状
ブ

ロ
ッ
ク
等
の
位
置
、
傾
斜
路
の
位
置
及
び
幅
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（
当
該
傾
斜
路
が
踊
場
を
有
す
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
踊
場
の
位
置
及
び
幅
を
含
む
。
）

、
傾
斜
路
に
設
け
ら
れ
る
手
す
り
及
び
点
状

ブ
ロ
ッ
ク
等
の
位
置
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の

他
の
昇
降
機
の
位
置
、
車
椅
子
使
用
者
用
便

房
の
あ
る
便
所
、
令
第
十
四
条
第
一
項
第
二

号
に
規
定
す
る
便
房
の
あ
る
便
所
、
床
置
式

の
小
便
器
、
壁
掛
式
の
小
便
器
（
受
け
口
の

高
さ
が
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も

の
に
限
る
。
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
小

便
器
の
あ
る
便
所
並
び
に
こ
れ
ら
以
外
の
便

所
の
位
置
並
び
に
案
内
設
備
の
位
置

縦
断
面
図

階
段
又
は
段

縮
尺
並
び
に
蹴
上
げ
及
び
踏
面
の
構
造
及
び

寸
法

傾
斜
路

縮
尺
、
高
さ
、
長
さ
及
び
踊
場
の
踏
幅

構
造
詳
細

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ

縮
尺
並
び
に
籠
、
昇
降
路
及
び
乗
降
ロ
ビ
ー

図

の
他
の
昇
降
機

の
構
造
（
籠
内
に
設
け
ら
れ
る
籠
の
停
止
す

る
予
定
の
階
を
表
示
す
る
装
置
、
籠
の
現
在

位
置
を
表
示
す
る
装
置
及
び
乗
降
ロ
ビ
ー
に

設
け
ら
れ
る
到
着
す
る
籠
の
昇
降
方
向
を
表

示
す
る
装
置
の
位
置
並
び
に
籠
内
及
び
乗
降

ロ
ビ
ー
に
設
け
ら
れ
る
制
御
装
置
の
位
置
及

び
構
造
を
含
む
。
）

便
所

縮
尺
、
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
の
あ
る
便
所

の
構
造
、
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
及
び
令
第

十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
便
房
の
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構
造
並
び
に
床
置
式
の
小
便
器
、
壁
掛
式
の

小
便
器
（
受
け
口
の
高
さ
が
三
十
五
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
小
便
器
の
構
造

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
管
行
政
庁
は
、
前
項
の
表
に
掲
げ
る
図
書
の

添
付
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
協
定
建
築
物
特
定
施
設
等

維
持
保
全
基
準
）

第
十
二
条
の
四

法
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

（
新
設
）

の
と
お
り
と
す
る
。

一

隣
接
す
る
移
動
等
円
滑
化
困
難
旅
客
施
設
が
、
協
定
建
築
物
特
定
施
設
等
（

協
定
建
築
物
特
定
施
設
及
び
特
定
経
路
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
一
体

的
に
利
用
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
適
合
す
る

こ
と
が
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
に
お
い
て
定
め
る
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第

二
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
又
は
移
動
等
円
滑
化
施
設
協
定
に
お
い
て
定
め
る
法
第

五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
定
め
ら
れ
、
か
つ
、

公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
に
お
い
て
定
め
る
法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号

ロ
に
掲
げ
る
事
項
又
は
移
動
等
円
滑
化
施
設
協
定
に
お
い
て
定
め
る
法
第
五
十

一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
、
協
定
建
築
物
特
定
施
設

等
が
隣
接
す
る
移
動
等
円
滑
化
困
難
旅
客
施
設
の
営
業
時
間
内
に
お
い
て
当
該

協
定
建
築
物
特
定
施
設
等
が
常
時
利
用
で
き
る
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

（
協
定
建
築
物
特
定
施
設
等
維
持
保
全
基
準
適
合
の
認
定
の
申
請
等
）

第
十
二
条
の
五

法
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
受
け
よ
う
と

（
新
設
）

す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
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二

令
第
六
条
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
特
定
施
設
の
区
分
及
び
特
定
経
路
施
設
に

あ
っ
て
は
、
道
路
、
駅
前
広
場
、
通
路
そ
の
他
の
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
施

設
の
別

三

当
該
協
定
建
築
物
特
定
施
設
等
の
名
称
及
び
位
置

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

法
第
四
十
三
条
第
一
項
（
法
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
認
可
を
受
け
た
協
定
の
写
し
及
び
そ
の
認
可
を
証
す
る
書

類
二

当
該
協
定
建
築
物
特
定
施
設
等
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
書
類
及
び
図
面

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
速

や
か
に
、
そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
協
定
建
築
物
の
建
築
等
及
び
維
持
保
全
の
計
画
の
記
載
事
項
）

第
十
二
条
の
六

法
第
二
十
二
条
の
二
第
三
項
第
五
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項

（
新
設
）

は
、
協
定
建
築
物
の
建
築
等
の
事
業
の
実
施
時
期
と
す
る
。

（
認
定
通
知
書
の
様
式
）

第
十
二
条
の
七

所
管
行
政
庁
は
、
法
第
二
十
二
条
の
二
第
四
項
の
認
定
を
し
た
と

（
新
設
）

き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
通
知
は
、
第
五
号
の
五
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
第
十
二
条
の
三
第
一
項

の
申
請
書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
法
第
二
十
二
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
一
項
の
主
務

省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
）

第
十
二
条
の
八

法
第
二
十
二
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第

（
新
設
）

一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
協
定
建
築
物
の
建
築
等
の
事
業
の

実
施
時
期
の
変
更
の
う
ち
、
事
業
の
着
手
又
は
完
了
の
予
定
年
月
日
の
三
月
以
内

の
変
更
と
す
る
。



- 10 -

（
令
第
二
十
五
条
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
一
般
交

（
令
第
二
十
五
条
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
一
般
交

通
用
施
設
）

通
用
施
設
）

第
十
四
条
の
三

令
第
二
十
五
条
第
一
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
生
活
関
連

第
十
四
条
の
三

令
第
二
十
五
条
第
一
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
生
活
関
連

経
路
を
構
成
す
る
一
般
交
通
用
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

経
路
を
構
成
す
る
一
般
交
通
用
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一

生
活
関
連
経
路
を
構
成
す
る
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）

一

生
活
関
連
経
路
を
構
成
す
る
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
百
八
十
号
）
に

に
よ
る
道
路

よ
る
道
路

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
の
認
可
の
基
準
）

（
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
の
認
可
の
基
準
）

第
二
十
一
条

法
第
四
十
三
条
第
一
項
第
三
号
（
法
第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て

第
二
十
一
条

法
第
四
十
三
条
第
一
項
第
三
号
（
法
第
四
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
の
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
の
経
路
の
整
備
又

二

法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
の
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
の
経
路
の
整
備
又

は
管
理
に
関
す
る
事
項
は
、
法
第
二
十
四
条
の
二
第
三
項
の
移
動
等
円
滑
化
促

は
管
理
に
関
す
る
事
項
は
、
法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
重
点
整
備
地
区
に
お
け

進
地
区
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
又
は
法
第

る
移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
当

二
十
五
条
第
三
項
の
重
点
整
備
地
区
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
基
本

該
基
本
的
な
方
針
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

的
な
方
針
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
基
本
的
な
方
針
に
適
合
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

（
略
）

三

（
略
）

（
移
動
等
円
滑
化
施
設
協
定
に
関
す
る
準
用
）

第
二
十
二
条
の
二

前
三
条
の
規
定
は
、
法
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

（
新
設
）

移
動
等
円
滑
化
施
設
協
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十

条
第
二
号
及
び
第
二
十
一
条
第
一
号
中
「
移
動
等
円
滑
化
経
路
協
定
区
域
」
と
あ

る
の
は
「
移
動
等
円
滑
化
施
設
協
定
区
域
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
移
動
等
円
滑
化
促
進
実
績
等
報
告
書
）

（
移
動
等
円
滑
化
促
進
実
績
等
報
告
書
）

第
二
十
三
条

公
共
交
通
事
業
者
等
は
、
毎
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
次
の
表
の
上

第
二
十
三
条

公
共
交
通
事
業
者
等
は
、
毎
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
次
の
表
の
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欄
に
掲
げ
る
公
共
交
通
事
業
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
方

上
欄
に
掲
げ
る
公
共
交
通
事
業
者
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
地

支
分
部
局
の
長
に
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
移
動
等
円
滑
化
実
績

方
支
分
部
局
の
長
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
移
動
等
円
滑
化
実
績

等
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
六
条
の
三
の
移
動
等
円

等
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

滑
化
取
組
計
画
書
及
び
第
六
条
の
四
の
移
動
等
円
滑
化
取
組
報
告
書
を
提
出
し
た

場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

法
第
二
条
第
四
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の
主

一

法
第
二
条
第
四
号
イ
に
掲
げ
る
者

当
該
公
共
交

第
七
号
様
式

る
者
又
は
同
号
ト
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
同
条

た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る
地
方

通
事
業
者
等

及
び
第
八
号

第
五
号
イ
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置
し
、
又
は

運
輸
局
長

の
主
た
る
事

様
式

管
理
す
る
も
の

務
所
を
管
轄

す
る
地
方
運

二

法
第
二
条
第
四
号
ホ
に
掲
げ
る
者

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の
主

輸
局
長

た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る
地
方

運
輸
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を

二

法
第
二
条
第
四
号
ロ
に
掲
げ
る
者

当
該
公
共
交

第
九
号
様
式

含
む
。
）

通
事
業
者
等

及
び
第
十
号

の
主
た
る
事

様
式

三

法
第
二
条
第
四
号
ヘ
に
掲
げ
る
者
又
は
同

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の
主

務
所
を
管
轄

号
ト
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
同
条
第
五
号
ホ
に

た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る
地
方

す
る
地
方
運

掲
げ
る
施
設
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
も

航
空
局
長

輸
局
長

の

三

法
第
二
条
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般
乗
合

当
該
公
共
交

第
十
一
号
様

四

法
第
二
条
第
四
号
ト
に
掲
げ
る
者
の
う
ち

当
該
公
共
交
通
事
業
者
等
の
主

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
（
次
号
に
掲
げ
る

通
事
業
者
等

式

同
条
第
五
号
ニ
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置
し
、

た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る
地
方

者
を
除
く
。
）

の
主
た
る
事

又
は
管
理
す
る
も
の

整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局

務
所
を
管
轄

長

す
る
地
方
運

輸
局
長

四

法
第
二
条
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般
乗
合

当
該
公
共
交

第
十
一
号
様

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
う
ち
専
用
バ
ス

通
事
業
者
等

式
及
び
第
十

タ
ー
ミ
ナ
ル
（
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
法
（
昭

の
主
た
る
事

二
号
様
式
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和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第
二
条

務
所
を
管
轄

第
七
項
に
規
定
す
る
専
用
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

す
る
地
方
運

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長

管
理
す
る
も
の

五

法
第
二
条
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
一
般
乗
用

当
該
公
共
交

第
十
三
号
様

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
う
ち
福
祉
タ
ク

通
事
業
者
等

式

シ
ー
車
両
（
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準

の
主
た
る
事

省
令
第
一
条
第
一
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る

務
所
を
管
轄

福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

す
る
地
方
運

）
を
そ
の
事
業
の
用
に
供
し
て
い
る
も
の

輸
局
長

六

法
第
二
条
第
四
号
ニ
に
掲
げ
る
者

当
該
公
共
交

第
十
二
号
様

通
事
業
者
等

式

の
主
た
る
事

務
所
を
管
轄

す
る
地
方
運

輸
局
長

七

法
第
二
条
第
四
号
ホ
に
掲
げ
る
者
（
次
号

当
該
公
共
交

第
十
四
号
様

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

通
事
業
者
等

式

の
主
た
る
事

務
所
を
管
轄

す
る
地
方
運

輸
局
長
（
運

輸
監
理
部
長

を
含
む
。
）

八

法
第
二
条
第
四
号
ホ
に
掲
げ
る
者
の
う
ち

当
該
公
共
交

第
十
四
号
様

同
条
第
五
号
ニ
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置
し
、

通
事
業
者
等

式
及
び
第
十
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又
は
管
理
す
る
も
の

の
主
た
る
事

五
号
様
式

務
所
を
管
轄

す
る
地
方
運

輸
局
長
（
運

輸
監
理
部
長

を
含
む
。
）

九

法
第
二
条
第
四
号
ヘ
に
掲
げ
る
者

当
該
公
共
交

第
十
六
号
様

通
事
業
者
等

式

の
主
た
る
事

務
所
を
管
轄

す
る
地
方
航

空
局
長

十

法
第
二
条
第
四
号
ト
に
掲
げ
る
者
の
う
ち

当
該
公
共
交

第
七
号
様
式

同
条
第
五
号
イ
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置
し
、

通
事
業
者
等

又
は
管
理
す
る
も
の

の
主
た
る
事

務
所
を
管
轄

す
る
地
方
運

輸
局
長

十
一

法
第
二
条
第
四
号
ト
に
掲
げ
る
者
の
う

当
該
公
共
交

第
十
五
号
様

ち
同
条
第
五
号
ニ
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置
し

通
事
業
者
等

式

、
又
は
管
理
す
る
も
の

の
主
た
る
事

務
所
を
管
轄

す
る
地
方
整

備
局
長
又
は

北
海
道
開
発

局
長
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十
二

法
第
二
条
第
四
号
ト
に
掲
げ
る
者
の
う

当
該
公
共
交

第
十
七
号
様

ち
同
条
第
五
号
ホ
に
掲
げ
る
施
設
を
設
置
し

通
事
業
者
等

式

、
又
は
管
理
す
る
も
の

の
主
た
る
事

務
所
を
管
轄

す
る
地
方
航

空
局
長

（
立
入
検
査
の
証
明
書
）

（
立
入
検
査
の
証
明
書
）

第
二
十
五
条

法
第
五
十
三
条
第
六
項
の
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証

第
二
十
五
条

法
第
五
十
三
条
第
五
項
の
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証

明
書
は
、
第
七
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

明
書
は
、
第
十
八
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
六
条

法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
の
表
の
権
限
の

第
二
十
六
条

法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
の
表
の
権
限
の

欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
地
方
支
分
部
局
の
長
の
欄
に
掲
げ
る
地

欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
地
方
支
分
部
局
の
長
の
欄
に
掲
げ
る
地

方
支
分
部
局
の
長
に
委
任
す
る
。

方
支
分
部
局
の
長
に
委
任
す
る
。

権
限

地
方
支
分
部
局
の
長

権
限

地
方
支
分
部
局
の
長

一

法
第
九
条
第
二
項
の

イ

法
第
二
条
第
五
号
ハ

当
該
施
設
の
所
在
地

一

法
第
九
条
第
二
項
の

イ

法
第
二
条
第
五
号
ハ

当
該
施
設
の
所
在
地

規
定
に
よ
る
届
出
の
受

に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち

を
管
轄
す
る
地
方
運

規
定
に
よ
る
届
出
の
受

に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち

を
管
轄
す
る
地
方
運

理

専
用
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

輸
局
長

理

専
用
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

輸
局
長

（
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル

に
係
る
も
の

法
（
昭
和
三
十
四
年
法

律
第
百
三
十
六
号
）
第

二
条
第
七
項
に
規
定
す

る
専
用
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ

ル
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
に
係
る
も
の
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ロ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ロ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
で

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

あ
る
も
の
に
限
る
。
）

業
者
で
あ
る
も
の
に
限

に
係
る
も
の

る
。
）
に
係
る
も
の

ハ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ハ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
で

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

あ
る
も
の
を
除
く
。
）

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

に
係
る
も
の

く
。
）
に
係
る
も
の

ニ

（
略
）

（
略
）

ニ

（
略
）

（
略
）

二

法
第
九
条
第
三
項
の

イ

（
略
）

（
略
）

二

法
第
九
条
第
三
項
の

イ

（
略
）

（
略
）

規
定
に
よ
る
命
令

規
定
に
よ
る
命
令

ロ

乗
合
バ
ス
車
両
（
公

当
該
乗
合
バ
ス
車
両

ロ

福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両

当
該
福
祉
タ
ク
シ
ー

共
交
通
移
動
等
円
滑
化

、
貸
切
バ
ス
車
両
又

に
係
る
も
の

車
両
の
使
用
の
本
拠

基
準
省
令
第
一
条
第
一

は
福
祉
タ
ク
シ
ー
車

を
管
轄
す
る
地
方
運

項
第
十
三
号
に
規
定
す

両
の
使
用
の
本
拠
を

輸
局
長

る
乗
合
バ
ス
車
両
を
い

管
轄
す
る
地
方
運
輸

う
。
以
下
同
じ
。
）
、

局
長

貸
切
バ
ス
車
両
（
公
共

交
通
移
動
等
円
滑
化
基
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準
省
令
第
一
条
第
一
項

第
十
三
号
の
二
に
規
定

す
る
貸
切
バ
ス
車
両
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
福
祉
タ
ク
シ
ー
車

両
（
公
共
交
通
移
動
等

円
滑
化
基
準
省
令
第
一

条
第
一
項
第
十
四
号
に

規
定
す
る
福
祉
タ
ク
シ

ー
車
両
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
係
る
も
の

ハ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ハ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
で

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

あ
る
も
の
に
限
る
。
）

業
者
で
あ
る
も
の
に
限

に
係
る
も
の

る
。
）
に
係
る
も
の

ニ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ニ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
で

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

あ
る
も
の
を
除
く
。
）

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

に
係
る
も
の

く
。
）
に
係
る
も
の



- 17 -

ホ

船
舶
（
公
共
交
通
移

当
該
船
舶
の
航
路
の

ホ

船
舶
（
公
共
交
通
移

当
該
船
舶
の
航
路
の

動
等
円
滑
化
基
準
省
令

拠
点
を
管
轄
す
る
地

動
等
円
滑
化
基
準
省
令

拠
点
を
管
轄
す
る
地

第
一
条
第
一
項
第
十
五

方
運
輸
局
長
（
運
輸

第
一
条
第
一
項
第
十
四

方
運
輸
局
長
（
運
輸

号
に
規
定
す
る
船
舶
を

監
理
部
長
を
含
む
。

号
に
規
定
す
る
船
舶
を

監
理
部
長
を
含
む
。

い
う
。
以
下
同
じ
。
）

）

い
う
。
）
に
係
る
も
の

）

に
係
る
も
の

ヘ

（
略
）

（
略
）

ヘ

（
略
）

（
略
）

三

法
第
九
条
の
三
の
規

イ

法
第
二
条
第
五
号
イ

当
該
施
設
の
所
在
地

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

定
に
よ
る
指
導
及
び
助

に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち

を
管
轄
す
る
地
方
運

言
並
び
に
法
第
九
条
の

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六

輸
局
長

七
第
一
項
の
規
定
に
よ

十
一
年
法
律
第
九
十
二

る
勧
告
及
び
同
条
第
二

号
）
第
八
条
第
一
項
の

項
の
規
定
に
よ
る
公
表

認
可
に
係
る
も
の
以
外

の
も
の
又
は
法
第
二
条

第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
施

設
の
う
ち
専
用
バ
ス
タ

ー
ミ
ナ
ル
に
係
る
も
の

ロ

鉄
道
車
両
（
公
共
交

当
該
鉄
道
車
両
、
乗

（
新
設
）

（
新
設
）

通
移
動
等
円
滑
化
基
準

合
バ
ス
車
両
、
貸
切

省
令
第
一
条
第
一
項
第

バ
ス
車
両
又
は
福
祉

十
一
号
に
規
定
す
る
鉄

タ
ク
シ
ー
車
両
の
使

道
車
両
を
い
う
。
）
の

用
の
本
拠
を
管
轄
す

う
ち
鉄
道
事
業
法
第
十

る
地
方
運
輸
局
長

三
条
第
一
項
の
確
認
（

鉄
道
事
業
法
施
行
規
則

（
昭
和
六
十
二
年
運
輸

省
令
第
六
号
）
第
二
十
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条
第
二
項
及
び
第
三
項

に
規
定
す
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
も
の
、

乗
合
バ
ス
車
両
に
係
る

も
の
、
貸
切
バ
ス
車
両

に
係
る
も
の
又
は
福
祉

タ
ク
シ
ー
車
両
に
係
る

も
の

ハ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

（
新
設
）

（
新
設
）

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

客
定
期
航
路
事
業
者
又

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

業
者
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
も
の

ニ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

（
新
設
）

（
新
設
）

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

客
定
期
航
路
事
業
者
又

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

く
。
）
に
係
る
も
の

ホ

船
舶
に
係
る
も
の

当
該
船
舶
の
航
路
の

（
新
設
）

（
新
設
）

拠
点
を
管
轄
す
る
地

方
運
輸
局
長
（
運
輸
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監
理
部
長
を
含
む
。

）

ヘ

法
第
二
条
第
五
号
ホ

当
該
施
設
の
所
在
地

（
新
設
）

（
新
設
）

に
掲
げ
る
施
設
に
係
る

を
管
轄
す
る
地
方
航

も
の

空
局
長

ト

特
定
本
邦
航
空
運
送

当
該
航
空
機
を
使
用

（
新
設
）

（
新
設
）

事
業
者
の
使
用
航
空
機

す
る
本
邦
航
空
運
送

以
外
の
航
空
機
（
公
共

事
業
者
の
主
た
る
事

交
通
移
動
等
円
滑
化
基

務
所
を
管
轄
す
る
地

準
省
令
第
一
条
第
十
六

方
航
空
局
長

号
に
規
定
す
る
航
空
機

を
い
う
。
）
に
係
る
も

の

四

法
第
二
十
二
条
の
二

イ

法
第
二
条
第
五
号
イ

当
該
施
設
の
所
在
地

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
一
項
の
移
動
等
円
滑

に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち

を
管
轄
す
る
地
方
運

化
困
難
旅
客
施
設
の
認

鉄
道
事
業
法
第
八
条
第

輸
局
長

定
並
び
に
同
条
第
二
項

一
項
の
認
可
に
係
る
も

の
認
定
及
び
同
条
第
五

の
以
外
の
も
の
又
は
法

項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
二
条
第
五
号
ハ
に
掲

第
十
八
条
第
二
項
の
変

げ
る
施
設
の
う
ち
専
用

更
の
認
定

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
係

る
も
の

ロ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

（
新
設
）

（
新
設
）

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）
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客
定
期
航
路
事
業
者
又

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

業
者
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
に
係
る
も
の

ハ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

（
新
設
）

（
新
設
）

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

客
定
期
航
路
事
業
者
又

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

く
。
）
に
係
る
も
の

ニ

法
第
二
条
第
五
号
ホ

当
該
施
設
の
所
在
地

（
新
設
）

（
新
設
）

に
掲
げ
る
施
設
に
係
る

を
管
轄
す
る
地
方
航

も
の

空
局
長

五

法
第
二
十
四
条
の
六

イ

法
第
二
条
第
五
号
イ

当
該
施
設
の
所
在
地

三

法
第
二
十
四
条
の
六

イ

法
第
二
条
第
五
号
イ

当
該
施
設
の
所
在
地

第
五
項
の
勧
告

に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち

を
管
轄
す
る
地
方
運

第
五
項
の
勧
告

に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち

を
管
轄
す
る
地
方
運

鉄
道
事
業
法
第
八
条
第

輸
局
長

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六

輸
局
長

一
項
の
認
可
に
係
る
も

十
一
年
法
律
第
九
十
二

の
以
外
の
も
の
又
は
法

号
）
第
八
条
第
一
項
の

第
二
条
第
五
号
ハ
に
掲

認
可
に
係
る
も
の
以
外

げ
る
施
設
の
う
ち
専
用

の
も
の
又
は
法
第
二
条

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
係

第
五
号
ハ
に
掲
げ
る
施

る
も
の

設
の
う
ち
専
用
バ
ス
タ

ー
ミ
ナ
ル
に
係
る
も
の

ロ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ロ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地
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に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
で

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

あ
る
も
の
に
限
る
。
）

業
者
で
あ
る
も
の
に
限

に
係
る
も
の

る
。
）
に
係
る
も
の

ハ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ハ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
で

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

あ
る
も
の
を
除
く
。
）

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

に
係
る
も
の

く
。
）
に
係
る
も
の

ニ

（
略
）

（
略
）

ニ

（
略
）

（
略
）

六

法
第
二
十
九
条
第
一

イ

（
略
）

（
略
）

四

法
第
二
十
九
条
第
一

イ

（
略
）

（
略
）

項
の
申
請
の
受
理
、
同

項
の
申
請
の
受
理
、
同

条
第
二
項
の
認
定
、
同

ロ

乗
合
バ
ス
車
両
、
貸

当
該
乗
合
バ
ス
車
両

条
第
二
項
の
認
定
、
同

ロ

バ
ス
車
両
（
公
共
交

当
該
バ
ス
車
両
の
使

条
第
三
項
の
変
更
の
認

切
バ
ス
車
両
又
は
福
祉

、
貸
切
バ
ス
車
両
又

条
第
三
項
の
変
更
の
認

通
移
動
等
円
滑
化
基
準

用
の
本
拠
を
管
轄
す

定
及
び
同
条
第
五
項
の

タ
ク
シ
ー
車
両
に
係
る

は
福
祉
タ
ク
シ
ー
車

定
及
び
同
条
第
五
項
の

省
令
第
一
条
第
一
項
第

る
地
方
運
輸
局
長

認
定
の
取
消
し

も
の

両
の
使
用
の
本
拠
を

認
定
の
取
消
し

十
二
号
に
規
定
す
る
バ

管
轄
す
る
地
方
運
輸

ス
車
両
を
い
う
。
以
下

局
長

同
じ
。
）
に
係
る
も
の

ハ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ハ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運
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施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
で

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

あ
る
も
の
に
限
る
。
）

業
者
で
あ
る
も
の
に
限

に
係
る
も
の

る
。
）
に
係
る
も
の

ニ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ニ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
で

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

あ
る
も
の
を
除
く
。
）

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

に
係
る
も
の

く
。
）
に
係
る
も
の

ホ

（
略
）

（
略
）

ホ

（
略
）

（
略
）

七

（
略
）

（
略
）

五

（
略
）

（
略
）

八

法
第
三
十
八
条
第
二

イ

（
略
）

（
略
）

六

法
第
三
十
八
条
第
二

イ

（
略
）

（
略
）

項
の
通
知
の
受
理
及
び

項
の
通
知
の
受
理
及
び

同
条
第
三
項
の
勧
告

ロ

乗
合
バ
ス
車
両
、
貸

当
該
乗
合
バ
ス
車
両

同
条
第
三
項
の
勧
告

ロ

バ
ス
車
両
に
係
る
も

当
該
バ
ス
車
両
の
使

切
バ
ス
車
両
又
は
福
祉

、
貸
切
バ
ス
車
両
又

の

用
の
本
拠
を
管
轄
す

タ
ク
シ
ー
車
両
に
係
る

は
福
祉
タ
ク
シ
ー
車

る
地
方
運
輸
局
長

も
の

両
の
使
用
の
本
拠
を

管
轄
す
る
地
方
運
輸

局
長

ハ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ハ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地
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に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
で

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

あ
る
も
の
に
限
る
。
）

業
者
で
あ
る
も
の
に
限

に
係
る
も
の

る
。
）
に
係
る
も
の

ニ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ニ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
で

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

あ
る
も
の
を
除
く
。
）

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

に
係
る
も
の

く
。
）
に
係
る
も
の

ホ

（
略
）

（
略
）

ホ

（
略
）

（
略
）

九

法
第
三
十
八
条
第
四

イ

（
略
）

（
略
）

七

法
第
三
十
八
条
第
四

イ

（
略
）

（
略
）

項
の
命
令

項
の
命
令

ロ

乗
合
バ
ス
車
両
、
貸

当
該
乗
合
バ
ス
車
両

（
新
設
）

（
新
設
）

切
バ
ス
車
両
又
は
福
祉

、
貸
切
バ
ス
車
両
又

タ
ク
シ
ー
車
両
に
係
る

は
福
祉
タ
ク
シ
ー
車

も
の

両
の
使
用
の
本
拠
を

管
轄
す
る
地
方
運
輸

局
長

ハ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ロ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
運
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施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

施
設
を
設
置
し
、
又
は

輸
局
長
（
運
輸
監
理

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

部
長
を
含
む
。
）

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
で

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

あ
る
も
の
に
限
る
。
）

業
者
で
あ
る
も
の
に
限

に
係
る
も
の

る
。
）
に
係
る
も
の

ニ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

ハ

法
第
二
条
第
五
号
ニ

当
該
施
設
の
所
在
地

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

に
掲
げ
る
施
設
（
当
該

を
管
轄
す
る
地
方
整

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

施
設
を
設
置
し
、
又
は

備
局
長
又
は
北
海
道

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

管
理
す
る
者
が
一
般
旅

開
発
局
長

客
定
期
航
路
事
業
者
又

客
定
期
航
路
事
業
者
で

は
旅
客
不
定
期
航
路
事

あ
る
も
の
を
除
く
。
）

業
者
で
あ
る
も
の
を
除

に
係
る
も
の

く
。
）
に
係
る
も
の

ホ

（
略
）

（
略
）

ニ

（
略
）

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
書
類
の
経
由
）

（
書
類
の
経
由
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

２

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
す
べ
き
申
請
書
の
う
ち
、
乗

２

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
す
べ
き
申
請
書
の
う
ち
、
バ

合
バ
ス
車
両
、
貸
切
バ
ス
車
両
又
は
福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
に
係
る
も
の
は
、
当
該

ス
車
両
又
は
福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
に
係
る
も
の
は
、
当
該
バ
ス
車
両
又
は
福
祉
タ

乗
合
バ
ス
車
両
、
貸
切
バ
ス
車
両
又
は
福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
の
使
用
の
本
拠
を
管

ク
シ
ー
車
両
の
使
用
の
本
拠
を
管
轄
す
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
を
経

轄
す
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

３

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
す
べ
き
移
動
等
円
滑
化
実
績

３

こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
す
べ
き
移
動
等
円
滑
化
実
績

等
報
告
書
の
う
ち
、
乗
合
バ
ス
車
両
、
貸
切
バ
ス
車
両
又
は
福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両

等
報
告
書
の
う
ち
、
バ
ス
車
両
又
は
福
祉
タ
ク
シ
ー
車
両
に
係
る
も
の
は
、
法
第

に
係
る
も
の
は
、
法
第
二
条
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
者
の
主
た
る
事
務
所
を
管
轄
す

二
条
第
四
号
ハ
に
掲
げ
る
者
の
主
た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る
運
輸
監
理
部
長
又
は
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る
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

運
輸
支
局
長
を
経
由
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
号
様
式

（第
八
条
関
係

）

第
三
号
様
式

（第
八
条
関
係

）

（第
一
面

）

（略

）

（第
一
面

）

（略

）

（第
面

）

（第
二
面

）

二

特
定
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
に
関
す
る
事
項

１
特
定
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
に
関
す
る
事
項

１

（略

）

（略

）

（注
意

）

（注
意

）

.

（略

）

１
.

（略

）

１２
.

〔建
築
物
特
定
施
設
の
床
面
積
の
う
ち
通
常
の
建
築
物
の
建
築
物
特
定
施
設
の

２
.

〔建
築
物
特
定
施
設
の
床
面
積
の
う
ち
通
常
の
建
築
物
の
建
築
物
特
定
施
設
の

、
、

床
面
積
を
超
え
る
部
分

〕の
欄
に
は

法
第

1
9条
の
規
定
に
よ
り
容
積
率
の
算
定

床
面
積
を
超
え
る
部
分

〕の
欄
に
は

法
第

1
9
条
の
規
定
に
よ
り
容
積
率
の
算
定

、
、

の
基
礎
と
な
る
延
べ
面
積
に
算
入
し
な
い
部
分
の
床
面
積

（認
定
特
定
建
築
物
の

の
基
礎
と
な
る
延
べ
面
積
に
算
入
し
な
い
部
分
の
床
面
積

（認
定
特
定
建
築
物
の

延
べ
面
積
の

1
0
分
の
１
を
限
度
と
す
る

）を
記
入
し

当
該
床
面
積
の
算
定
根

延
べ
面
積
の

1
0
分
の
１
を
限
度
と
す
る

）を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

ま
た

当
。

、
。

。
、

拠
が
わ
か
る
資
料
を
別
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い

ま
た

当
該
床
面
積
に
既
に
法

該
床
面
積
の
算
定
根
拠
が
わ
か
る
資
料
を
別
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い

。
、

。

第
条
の
２
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
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（
削
除
）

１．鉄道駅の移動等円滑化の達成状況（鉄道駅ごとに記入）

鉄道駅の
名称

路線名 所在都
道府県
市町村

一日当
たりの
利用者
数

有人駅
、無人
駅の別

公共交
通移動
等円滑
化基準
省令適
合の有
無

段差へ
の対応

プラッ
トホー
ムの数

段差が解
消されて
いるプラ
ットホー
ムの数

エレベ
ーター
の設置
基数

エスカ
レータ
ーの設
置基数

その他
の昇降
機の設
置基数

傾斜路
の設置
箇所数

視覚障
害者誘
導用ブ
ロック
の設置
の有無

案内設
備の設
置の有
無

障害者
対応型
便所の
設置の
有無

障害者
対応型
改札口
の設置
の有無

障害者
対応型
券売機
の設置
の有無

車椅子使
用者の円
滑な乗降
が可能な
プラット
ホームの
数

転落防止
のための
設備の設
置の有無

駅 線 県　市 人 基
（　）

基
（　）

基 箇所
（　）

(合計)
計　駅

駅 駅 駅 基
（　）

基
（　）

基 箇所
（　）

駅 駅 駅 駅 駅 駅

２．鉄道駅の移動等円滑化のための事業の計画

第７号様式（第23条関係）（日本工業規格Ａ列４番）

対象となる鉄道駅
計画内容

（目標、計画対象期間及び事業の主な内容を明記すること。）

（　　年３月31日現在）

前年度の計画からの変更内容

移 動 等 円 滑 化 実 績 等 報 告 書 （ 鉄 道 駅 ）

 （　　年度）

     代表者名（役職名及び氏名） 　　　　　　　　　　　　

　　 住　　所

　 　事業者名



- 38 -

（第７号様式）

　８．エスカレーターの設置基数の欄には、当該鉄道駅に設置されたエスカレーターの総数を記入し、同欄の括弧内には、
　　公共交通移動等円滑化基準省令第４条第９項の基準に適合するエスカレーターの設置基数を記入し、（合計）には、そ
　　れぞれの合計数を記入すること。

　９．その他の昇降機の設置基数の欄には、エレベーター及びエスカレーター以外の昇降機の設置基数を記入し、（合計）
　　には、その合計数を記入すること。

　10．傾斜路の設置箇所数の欄には、当該鉄道駅に設置された傾斜路の総数を記入し、同欄の括弧内には、公共交通移動等
　　円滑化基準省令第４条第６項及び第６条の基準に適合する傾斜路の数を記入し、（合計）には、それぞれの合計数を記
　　入すること。

　11．視覚障害者誘導用ブロックの設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第９条の基準に適合している場合
　　に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　６．段差が解消されているプラットホームの数の欄には、鉄道駅の出入口とそれぞれのプラットホームとの間の経路の段
　　差が解消されているプラットホームの数を記入し、（合計）には、その合計数を記入すること。

　５．プラットホームの数の欄には、当該鉄道駅に設置されているプラットホームの総数を記入し、（合計）には、その合
　　計数を記入すること。

注１．複数の路線が乗り入れる鉄道駅は１鉄道駅として計上し、路線名の欄に当該複数の路線名を記入すること。

　２．有人駅、無人駅の別の欄には、当該鉄道駅が無人駅である場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入
　　すること。

　３．公共交通移動等円滑化基準省令適合の有無の欄には、当該鉄道駅が公共交通移動等円滑化基準省令のすべての基準に
　　適合している場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　７．エレベーターの設置基数の欄には、当該鉄道駅に設置されたエレベーターの総数を記入し、同欄の括弧内には、公共
　　交通移動等円滑化基準省令第４条第７項の基準に適合するエレベーターの設置基数を記入し、（合計）には、それぞれ
　　の合計数を記入すること。

　４．段差への対応の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第４条の基準に適合している場合に○印を記入し、（合計）
　　には、○印の合計数を記入すること。
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　16. 車椅子使用者の円滑な乗降が可能なプラットホームの数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第20条第１項第１
　　号から第３号までの基準に適合しているプラットホームの数を記入し、（合計）には、その合計数を記入すること。

　18．本様式に係る報告事項については、法第２条第４号トに掲げる者のうち鉄道駅を設置したものが、法第２条第４号イ
　　に掲げる者に当該鉄道駅を貸し付け、又は有償で利用させる場合であって、当該鉄道駅についていずれか一方の公共交
　　通事業者等により報告が行われる場合には、他方の公共交通事業者等は、その旨を記載することにより、当該事項の記
　　載を省略することができる。

　14．障害者対応型改札口の設置の有無の欄には、当該鉄道駅に改札口が設置されていない場合は―印を、改札口が設置さ
　　れており、かつ、障害者対応型改札口（公共交通移動等円滑化基準省令第19条の基準に適合するものをいう。以下同じ
　　。）が設置されていない場合は×印を、障害者対応型改札口が設置されている場合は○印を記入し、（合計）には、○
　　印の合計数を記入すること。

　15. 障害者対応型券売機の設置の有無の欄には、当該鉄道駅に券売機が設置されていない場合は―印を、券売機が設置さ
　　れており、かつ、障害者対応型券売機（公共交通移動等円滑化基準省令第17条の基準に適合するものをいう。以下同じ
　　。）が設置されていない場合は×印を、障害者対応型券売機が設置されている場合は○印を記入し、（合計）には、○
　　印の合計数を記入すること。

　17．転落防止のための設備の設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第20条第１項第６号から第８号までの
　　基準に適合している場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　12．案内設備の設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第10条から第12条までの基準に適合している場合に
　　○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　13．障害者対応型便所の設置の有無の欄には、当該鉄道駅に便所が設置されていない場合は―印を、便所が設置されてお
　　り、かつ、障害者対応型便所（公共交通移動等円滑化基準省令第13条第２項の基準に適合するものをいう。第14号及び
　　第16号様式を除き、以下同じ。）が設置されていない場合は×印を、障害者対応型便所が設置されている場合は○印を
　　記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。
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（
削
除
）

１．鉄道車両の移動等円滑化の達成状況

車両間転落防止設
備のある編成数

編成

編成

２．鉄道車両の移動等円滑化のための事業の計画

編成 編成 編成(合　計) 編成
（　　両）

編成
（　　両）

編成
（　　両）

編成 編成 編成 編成

編成
（　　両）

移 動 等 円 滑 化 実 績 等 報 告 書 （ 鉄 道 車 両 ）

 （　　年度）

     代表者名（役職名及び氏名） 　　　　　　　　　　　　

鉄道の種類

車椅子スペー
スのある編成
数

便所のある編成
数

　　 住　　所

便所のある編
成のうち車椅
子対応型便所
のある編成数

年度内に供用
を開始した編
成数

年度内に供用
を廃止した編
成数

公共交通移動
等円滑化基準
省令に適合し
た編成数

前年度の計画からの変更内容

案内設備のある
編成数

編成
（　　両）

編成
（　　両）

編成
（　　両）

編成
（　　両）

編成

第８号様式（第23条関係）（日本工業規格Ａ列４番）

対象となる鉄道車両
計画内容

（目標、計画対象期間及び事業の主な内容を明記すること。）

（　　年３月31日現在）

事業の用に供
している編成
数

　 　事業者名
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（第８号様式）

注１．鉄道の種類の欄には、新幹線鉄道、普通鉄道（特急等車両）、普通鉄道（その他）、懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内
　　軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道又は浮上式鉄道の別を記入すること。

　２．公共交通移動等円滑化基準省令に適合した編成数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令のすべての基準に適合し
　　ている編成の数を記入すること。

　３．車椅子スペースのある編成数の欄、便所のある編成のうち車椅子対応型便所のある編成数の欄及び案内設備のある編
　　成数の欄には、それぞれ公共交通移動等円滑化基準省令第32条第１項、第３項及び第５項の基準に適合している編成の
　　数を記入すること。

　４．車両間転落防止設備のある編成数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第33条第１項の基準に適合している編成
　　の数を記入すること。
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（
削
除
）

１．軌道停留場の移動等円滑化の達成状況（軌道停留場ごとに記入）

軌道停留
場の名称

路線名 所在都
道府県
市町村

一日当
たりの
利用者
数

有人停
留場、
無人停
留場の
別

公共交
通移動
等円滑
化基準
省令適
合の有
無

段差へ
の対応

乗降場
の数

段差が解
消されて
いる乗降
場の数

エレベ
ーター
の設置
基数

エスカ
レータ
ーの設
置基数

その他
の昇降
機の設
置基数

傾斜路
の設置
箇所数

視覚障
害者誘
導用ブ
ロック
の設置
の有無

案内設
備の設
置の有
無

障害者
対応型
便所の
設置の
有無

障害者
対応型
改札口
の設置
の有無

障害者
対応型
券売機
の設置
の有無

車椅子使
用者の円
滑な乗降
が可能な
乗降場の
数

転落防止
のための
設備の設
置の有無

駅 線 県　市 人 基
（　）

基
（　）

基 箇所
（　）

(合計)
計
停留場

停留場 停留場 停留場 基
（　）

基
（　）

基 箇所
（　）

停留場 停留場 停留場 停留場 停留場 停留場

２．軌道停留場の移動等円滑化のための事業の計画

前年度の計画からの変更内容

 （　　年度）

     代表者名（役職名及び氏名） 　　　　　　　　　　　　

     住　　所

     事業者名

第９号様式（第23条関係）（日本工業規格Ａ列４番）

対象となる軌道停留場
計画内容

（目標、計画対象期間及び事業の主な内容を明記すること。）

（　　年３月31日現在）

移 動 等 円 滑 化 実 績 等 報 告 書 （ 軌 道 停 留 場 ）
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（第９号様式）

　６．段差が解消されている乗降場の数の欄には、停留場の出入口とそれぞれの乗降場との間の経路の段差が解消されてい
　　る乗降場の数を記入し、（合計）には、その合計数を記入すること。

　５．乗降場の数の欄には、当該停留場に設置されている乗降場の総数を記入し、（合計）には、その合計数を記入するこ
　　と。

注１．複数の路線が乗り入れる停留場は１停留場として計上し、路線名の欄に当該複数の路線名を記入すること。

　２．有人停留場、無人停留場の別の欄には、当該停留場が無人停留場である場合に○印を記入し、（合計）には、○印の
　　合計数を記入すること。

　３．公共交通移動等円滑化基準省令適合の有無の欄には、当該停留場が公共交通移動等円滑化基準省令のすべての基準に
　　適合している場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　４．段差への対応の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第４条の基準に適合している場合に○印を記入し、（合計）
　　には、○印の合計数を記入すること。

　７．エレベーターの設置基数の欄には、当該停留場に設置されたエレベーターの総数を記入し、同欄の括弧内には、公共
　　交通移動等円滑化基準省令第４条第７項の基準に適合するエレベーターの設置基数を記入し、（合計）には、それぞれ
　　の合計数を記入すること。

　８．エスカレーターの設置基数の欄には、当該停留場に設置されたエスカレーターの総数を記入し、同欄の括弧内には、
　　公共交通移動等円滑化基準省令第４条第９項の基準に適合するエスカレーターの設置基数を記入し、（合計）には、そ
　　れぞれの合計数を記入すること。

　９．その他の昇降機の設置基数の欄には、エレベーター及びエスカレーター以外の昇降機の設置基数を記入し、（合計）
　　には、その合計数を記入すること。

　10．傾斜路の設置箇所数の欄には、当該停留場に設置された傾斜路の総数を記入し、同欄の括弧内には、公共交通移動等
　　円滑化基準省令第４条第６項及び第６条の基準に適合する傾斜路の数を記入し、（合計）には、それぞれの合計数を記
　　入すること。

　11．視覚障害者誘導用ブロックの設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第９条の基準に適合している場合
　　に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。
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　16. 車椅子使用者の円滑な乗降が可能な乗降場の数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第22条において準用する公
　　共交通移動等円滑化基準省令第20条第１項第１号から第３号までの基準に適合している乗降場の数を記入し、（合計）
　　には、その合計数を記入すること。

　14．障害者対応型改札口の設置の有無の欄には、当該停留場に改札口が設置されていない場合は―印を、改札口が設置さ
　　れており、かつ、障害者対応型改札口が設置されていない場合は×印を、障害者対応型改札口が設置されている場合は
　　○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　15．障害者対応型券売機の設置の有無の欄には、当該停留場に券売機が設置されていない場合は―印を、券売機が設置さ
　　れており、かつ、障害者対応型券売機が設置されていない場合は×印を、障害者対応型券売機が設置されている場合は
　　○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　17．転落防止のための設備の設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第22条において準用する公共交通移動
　　等円滑化基準省令第20条第１項第６号から第８号までの基準に適合している場合に○印を記入し、（合計）には、○印
　　の合計数を記入すること。

　12．案内設備の設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第10条から第12条までの基準に適合している場合に
　　○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　13．障害者対応型便所の設置の有無の欄には、当該停留場に便所が設置されていない場合は―印を、便所が設置されてお
　　り、かつ、障害者対応型便所が設置されていない場合は×印を、障害者対応型便所が設置されている場合は○印を記入
　　し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。
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（
削
除
）

１．軌道車両の移動等円滑化の達成状況

車両間転落防止設
備のある編成数

編成

編成

２．軌道車両の移動等円滑化のための事業の計画

　 　事業者名

第10号様式（第23条関係）（日本工業規格Ａ列４番）

対象となる軌道車両
計画内容

（目標、計画対象期間及び事業の主な内容を明記すること。）

（　　年３月31日現在）

事業の用に供
している編成
数

年度内に供用
を開始した編
成数

年度内に供用
を廃止した編
成数

公共交通移動
等円滑化基準
省令に適合し
た編成数

前年度の計画からの変更内容

案内設備のある
編成数

編成
（　　両）

編成
（　　両）

編成
（　　両）

編成
（　　両）

編成

移 動 等 円 滑 化 実 績 等 報 告 書 （ 軌 道 車 両 ）

 （　　年度）

     代表者名（役職名及び氏名） 　　　　　　　　　　　　

軌道の種類

車椅子スペー
スのある編成
数

便所のある編成
数

　　 住　　所

便所のある編
成のうち車椅
子対応型便所
のある編成数

(合　計) 編成
（　　両）

編成
（　　両）

編成
（　　両）

編成
（　　両）

編成 編成

編成 編成 編成 編成

編成
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（第10号様式）

注１．軌道の種類の欄には、普通（特急等車両）、普通（その他）、懸垂式、跨座式、案内軌条式、無軌条電車又は浮上式
　　の別を記入すること。

　２．公共交通移動等円滑化基準省令に適合した編成数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令のすべての基準に適合し
　　ている編成の数を記入すること。

　３．車椅子スペースのある編成数の欄、便所のある編成のうち車椅子対応型便所のある編成数の欄及び案内設備のある編
　　成数の欄には、それぞれ公共交通移動等円滑化基準省令第34条及び第35条において準用する公共交通移動等円滑化基準
　　省令第32条第１項、第３項及び第５項の基準に適合している編成の数を記入すること。

　４．車両間転落防止設備のある編成数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第34条及び第35条において準用する公共
　　交通移動等円滑化基準省令第33条第１項の基準に適合している編成の数を記入すること。
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（
削
除
）

 　　　　　　　　　　　　

１．バス車両の移動等円滑化の達成状況

計 計
リフトを備え
たもの

計 計
うちリフ
トを備え
たもの

計
うちリフ
トを備え
たもの

前年度車両数

年度内に供用を
開始した車両数

年度内に供用を
廃止した車両数

年度末車両数

その他の車両
数

スロープ板を
備えたもの

　　代表者名（役職名及び氏名）

（　　年３月31日現在）

総車

両数

公 共 交 通 移 動 等 円 滑 化 基 準 省 令 に 適 合 し た 車 両 数
公共交通移動等円滑化基準省令に
適合していない車両数

ノンステップバスの車両数 ワンステップバスの車両数

その他の車両数
基準適用除外
認定車両数

第11号様式（第23条関係）（日本工業規格Ａ列４番）

移 動 等 円 滑 化 実 績 等 報 告 書 （ バ ス 車 両 ）

 （　　年度）
　　住　　所
　　事業者名
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２．バス車両の移動等円滑化のための事業の計画

（第11号様式）

注１．公共交通移動等円滑化基準省令に適合した車両数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令のすべての基準に適合し
　　ている車両の合計数を記入すること。

　２．ノンステップバスの車両数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令のすべての基準に適合しているノンステップバ
　　ス車両の合計数を記入すること。

　３．ワンステップバスの車両数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令のすべての基準に適合しているワンステップバ
　　ス車両の合計数を記入すること。

　４．公共交通移動等円滑化基準省令に適合した車両数のうちその他の車両数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令に
　　適合している車両のうち２及び３に該当しない車両の合計数のほか、公共交通移動等円滑化基準省令第37条第２項第２
　　号の基準に適合するスロープ板その他の車椅子使用者の乗降を円滑にする設備について、スロープ板を備えたもの、リ
　　フトを備えたものの別にその車両数を記入すること。

　５．基準適用除外認定車両数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第43条第１項の認定を受けている車両の合計数の
　　ほか、そのうちリフトを備えているものの車両数を記入すること。

　６．公共交通移動等円滑化基準省令に適合していない車両数のうちその他の車両数の欄には、公共交通移動等円滑化基準
　　省令に適合していない車両のうち５に該当しない車両の合計数のほか、そのうちリフトを備えているものの車両数を記
　　入すること。

対象となるバス車両
計画内容

（目標、計画対象期間及び事業の主な内容を明記すること。）

前年度の計画からの変更内容
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（
削
除
）

１．バスターミナルの移動等円滑化の達成状況

所在都道
府県市町
村

一日当た
りの利用
者数

公共交通
移動等円
滑化基準
省令適合
の有無

段差へ
の対応

バース
の数

段差が解
消されて
いるバー
スの数

エレベー
ターの設
置基数

エスカレ
ーターの
設置基数

その他の
昇降機の
設置基数

傾斜路の
設置箇所
数

視覚障害
者誘導用
ブロック
の設置の
有無

案内設備
の設置の
有無

障害者対
応型便所
の設置の
有無

障害者対
応型券売
機の設置
の有無

乗降場
への対
応

県　市 人 基
（　）

基
（　）

基
（　）

基
（　）

基
（　）

基
（　）

２．バスターミナルの移動等円滑化のための事業の計画

第12号様式（第23条関係）（日本工業規格Ａ列４番）

対象となるバスターミナル
計画内容

（目標、計画対象期間及び事業の主な内容を明記すること。）

移 動 等 円 滑 化 実 績 等 報 告 書（バスターミナル）

 （　　年度）

     住　　所

     事業者名

（　　年３月31日現在）

バスターミナル
の名称

     代表者名（役職名及び氏名） 　　　　　　　　　　　　

(合　　　計)
計　ターミナル

前年度の計画からの変更内容
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（第12号様式）

　11．障害者対応型便所の設置の有無の欄には、当該バスターミナルに便所が設置されていない場合は―印を、便所が設置
　　されており、かつ、障害者対応型便所が設置されていない場合は×印を、障害者対応型便所が設置されている場合は○
　　印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　４．段差が解消されているバースの数の欄には、バスターミナルの出入口とそれぞれのバースとの間の経路の段差が解消
　　されているバースの数を記入し、（合計）には、その合計数を記入すること。

　５．エレベーターの設置基数の欄には、当該バスターミナルに設置されたエレベーターの総数を記入し、同欄の括弧内に
　　は、公共交通移動等円滑化基準省令第４条第７項の基準に適合するエレベーターの設置基数を記入し、（合計）には、
　　それぞれの合計数を記入すること。

　６．エスカレーターの設置基数の欄には、当該バスターミナルに設置されたエスカレーターの総数を記入し、同欄の括弧
　　内には、公共交通移動等円滑化基準省令第４条第８項の基準に適合するエスカレーターの設置基数を記入し、（合計）
　　には、それぞれの合計数を記入すること。

　７．その他の昇降機の設置基数の欄には、エレベーター及びエスカレーター以外の昇降機の設置基数を記入し、（合計）
　　には、その合計数を記入すること。

　８．傾斜路の設置箇所数の欄には、当該バスターミナルに設置された傾斜路の総数を記入し、同欄の括弧内には、公共交
　　通移動等円滑化基準省令第４条第６項及び第６条の基準に適合する傾斜路の数を記入し、（合計）には、それぞれの合
　　計数を記入すること。

　９．視覚障害者誘導用ブロックの設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第９条の基準に適合している場合
　　に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　10．案内設備の設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第10条から第12条までの基準に適合している場合に
　　○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　３．バースの数の欄には、当該バスターミナルに設置されているバースの総数を記入し、（合計）には、その合計数を記
　　入すること。

注１．公共交通移動等円滑化基準省令適合の有無の欄には、当該バスターミナルが公共交通移動等円滑化基準省令のすべて
　　の基準に適合している場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　２．段差への対応の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第４条の基準に適合している場合に○印を記入し、（合計）
　　には、○印の合計数を記入すること。
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　12．障害者対応型券売機の設置の有無の欄には、当該バスターミナルに券売機が設置されていない場合は―印を、券売機
　　が設置されており、かつ、障害者対応型券売機が設置されていない場合は×印を、障害者対応型券売機が設置されてい
　　る場合は○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　13．乗降場への対応の欄には、乗降場に公共交通移動等円滑化基準省令第23条第２号の基準に適合するさく、点状ブロッ
　　クその他の視覚障害者のバス車両用場所への侵入を防止するための設備を設置している場合に○印を記入し、（合計）
　　には、○印の合計数を記入すること。
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（
削
除
）

 　　　　　　　　　　　　

１．福祉タクシー車両の移動等円滑化の達成状況

前年度車両数

年度末車両数

２．福祉タクシー車両の移動等円滑化のための事業の計画

対象となる福祉タクシー車両
計画内容

（目標、計画対象期間及び事業の主な内容を明記すること。）

前年度の計画からの変更内容

　　代表者名（役職名及び氏名）

（　　年３月31日現在）

公 共 交 通 移 動 等 円 滑 化 基 準 省 令 に 適 合 し た 車 両 数

計 車椅子対応車数 寝台対応車数 兼用車数 回転シート車数

第13号様式（第23条関係）（日本工業規格Ａ列４番）

移 動 等 円 滑 化 実 績 等 報 告 書（福祉タクシー車両）

 （　　年度）
　　住　　所
　　事業者名



- 53 -

（第13号様式）

注１．公共交通移動等円滑化基準省令に適合した車両数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第45条第１項又は第２項
　　の基準に適合している車両の合計数を記入すること。

　２．車椅子対応車数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第45条第１項の基準に適合している車両のうち、車椅子使
　　用者のみを輸送することができる車両の合計数を記入すること。

　３．寝台対応車数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第45条第１項の基準に適合している車両のうち、寝台等を使
　　用している者のみを輸送することができる車両の合計数を記入すること。

　４．兼用車数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第45条第１項の基準に適合している車両のうち、車椅子使用者及
　　び寝台等を使用している者のいずれをも輸送することができる車両の合計数を記入すること。

　５．回転シート車数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第45条第２項の基準に適合している車両の合計数を記入す
　　ること。
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（
削
除
）

１．船舶の移動等円滑化の達成状況（船舶ごとに記入）

総トン数  旅　客
 定  員

供用開始年月 公共交通移動
等円滑化基準
省令適合の有
無

乗降用設備
への対応

基準適合客
席の設置数

車椅子スペ
ースの設置
数

乗降口と客
席との間の
経路の対応

総トン 年　月 席

隻 隻 席 隻

エスカレー
ターの設置
基数

食堂への対応 売店への対応 遊歩甲板へ
の対応

点状ブロッ
クの設置の
有無

運航情報提
供設備の設
置の有無

案内設備の
設置の有無

基
（　　　）

隻 基
（　　　）

隻 隻 隻 隻 隻 隻

基
（　　　）

基

基
（　　　）

基 隻

（合　計）
計　　　隻

客席と船内旅客用
設備との間の経路
の対応

エレベーターの設
置基数

その他の昇降
機の設置基数

便所への対応

（　　年３月31日現在）

船　　　名

船種 建造年月日 　就航航路

年　月　日 港～　港間

第14号様式（第23条関係）（日本工業規格Ａ列４番）

移 動 等 円 滑 化 実 績 等 報 告 書 （ 船 舶 ）

 （　　年度）

            住　　所

            事業者名

            代表者名（役職名及び氏名） 　　　　　　　　　　　　
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２．旅客船の移動等円滑化のための事業の計画

（第14号様式）

　３．基準適合客席の設置数の欄には、当該船舶に設置された基準適合客席（公共交通移動等円滑化基準省令第49条第１項又
　　は第２項の基準に適合する客席をいう。以下同じ。）の設置数を記入し、（合計）には、その合計数を記入すること。

　４．車椅子スペースの設置数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第50条の規定により設けられた車椅子スペースの設
　　置数を記入すること。

　５．乗降口と客席との間の経路の対応の欄には、船舶の乗降口と客席との間の経路について、公共交通移動等円滑化基準省
　　令第48条、第51条第１項及び第３項、第52条並びに第53条第１項から第５項までのすべての基準に適合する場合に○印を
　　記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　６．客席と船内旅客用設備との間の経路の対応の欄には、客席と公共交通移動等円滑化基準省令第51条第２項の船内旅客用
　　設備との間の経路について、公共交通移動等円滑化基準省令第51条第２項及び第３項、第52条並びに第53条第６項及び第
　　７項の基準に適合する場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　７．エレベーターの設置基数の欄には、当該船舶に設置されたエレベーターの総数を記入し、同欄の括弧内には、公共交通
　　移動等円滑化基準省令第53条第２項及び第３項の基準に適合するエレベーターの設置基数を記入し、（合計）には、それ
　　ぞれの合計数を記入すること。

　８．エスカレーターの設置基数の欄には、当該船舶に設置されたエスカレーターの総数を記入し、同欄の括弧内には、公共
　　交通移動等円滑化基準省令第53条第４項及び第５項の基準に適合するエスカレーターの設置基数を記入し、（合計）には
　　、それぞれの合計数を記入すること。

前年度の計画からの変更内容

注１．公共交通移動等円滑化基準省令適合の有無の欄には、当該船舶が公共交通移動等円滑化基準省令のすべての基準に適合
　　している場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　２．乗降用設備への対応の欄には、当該船舶に乗降用設備が設置されていない場合は―印を、乗降用設備が設置されており
　　、かつ、障害者対応型乗降用設備（公共交通移動等円滑化基準省令第47条の基準に適合する乗降用設備をいう。以下同じ
　　。）が設置されていない場合は×印を、障害者対応型乗降用設備が設置されている場合は○印を記入し、（合計）には、
　　○印の合計数を記入すること。

対象となる旅客船
計画内容

（目標、計画対象期間及び事業の主な内容を明記すること。）
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　15．運航情報提供設備の設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第59条の基準に適合している場合に○印を記
　　入し 、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　16．案内設備の設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第60条に適合している場合に○印を記入し、（合計）
　　には、○印の合計数を記入すること。

　17．２から６まで及び10から16までについては、公共交通移動等円滑化基準省令第61条第２項の認定を受けていることによ
　　り基準への適用が除外されているものには「免除」と記入すること。

　９．その他の昇降機の設置基数の欄には、エレベーター及びエスカレーター以外の昇降機の設置基数を記入し、（合計）に
　　は、その合計数を記入すること。

　10．便所への対応の欄には、当該船舶に便所が設置されていない場合は―印を、便所が設置されており、かつ、障害者対応
　　型便所（公共交通移動等円滑化基準省令第54条の基準に適合するものをいう。以下この様式において同じ。）が設置され
　　ていない場合は×印を、障害者対応型便所が設置されている場合は○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入す
　　ること。

　11．食堂への対応の欄には、当該船舶に食堂が設置されていない場合は―印を、食堂が設置されており、かつ、障害者対応
　　型食堂（公共交通移動等円滑化基準省令第55条の基準に適合するものをいう。以下同じ。）が設置されていない場合は×
　　印を、障害者対応型食堂が設置されている場合は○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　12．売店への対応の欄には、当該船舶に売店が設置されていない場合は―印を、売店が設置されており、かつ、障害者対応
　　型売店（公共交通移動等円滑化基準省令第56条の基準に適合するものをいう。以下同じ。）が設置されていない場合は×
　　印を、障害者対応型売店が設置されている場合は○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　13．遊歩甲板への対応の欄には、当該船舶に公共交通移動等円滑化基準省令第51条第２項の遊歩甲板（以下「遊歩甲板」と
　　いう。）が設置されていない場合は―印を、遊歩甲板が設置されており、かつ、障害者対応型遊歩甲板（公共交通移動等
　　円滑化基準省令第57条の基準に適合するものをいう。以下同じ。）が設置されていない場合は×印を、障害者対応型遊歩
　　甲板が設置されている場合は○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　14．点状ブロックの設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第58条の基準に適合している場合に○印を記入し
　　、（合計）には、○印の合計数を記入すること。
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（
削
除
）

１．旅客船ターミナルの移動等円滑化の達成状況

所在都道
府県市町
村

一日当た
りの利用
者数

公共交通
移動等円
滑化基準
省令適合
の有無

段差への
対応

乗船場所
の数

段差が解
消されて
いる乗船
場所の数

エレベー
ターの設
置基数

エスカレ
ーターの
設置基数

その他の
昇降機の
設置基数

視覚障害者
誘導用ブロ
ックの設置
の有無

案内設備
の設置の
有無

障害者対
応型便所
の設置の
有無

転落防止
設備の設
置の有無

県　市 人 基
（　）

基
（　）

基

基
（　）

基
（　）

基

２．旅客船ターミナルの移動等円滑化のための事業の計画

前年度の計画からの変更内容

第15号様式（第23条関係）（日本工業規格Ａ列４番）

対象となる旅客船ターミナル
計画内容

（目標、計画対象期間及び事業の主な内容を明記すること。）

設置／管理者名 

移 動 等 円 滑 化 実 績 等 報 告 書（旅客船ターミナル）

 （　　年度）

住　　所

（　　年３月31日現在）

旅客船ターミナル
の名称

(合　　　計)
計　ターミナル

代表者名（役職名及び氏名） 　　　　　　　　　　　　
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（第15号様式）

　４．乗船場所の数の欄には、岸壁、浮桟橋等をそれぞれ一の乗船場所としてそれらの合計数を記入し、（合計）には、その合
　　計数を記入すること。

　２．公共交通移動等円滑化基準省令適合の有無の欄には、当該旅客船ターミナルが公共交通移動等円滑化基準省令のすべての
　　基準に適合している場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　３．段差への対応の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第４条の基準に適合している場合に○印を記入し、（合計）には
　　、○印の合計数を記入すること。

注１．旅客船ターミナルの名称の欄には、ターミナル名に加えて所在する港名を付記すること等により、他の旅客船ターミナル
　　と混同するおそれがないように記入すること。

　９．視覚障害者誘導用ブロックの設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第９条の基準に適合している場合に○
　　印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　10．案内設備の設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第10条から第12条までの基準に適合している場合に○印
　　を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　11．障害者対応型便所の設置の有無の欄には、当該旅客船ターミナルに便所が設置されていない場合は―印を、便所が設置さ
　　れており、かつ、障害者対応型便所が設置されていない場合は×印を、障害者対応型便所が設置されている場合は○印を記
　　入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　５．段差が解消されている乗船場所の数の欄には、旅客船ターミナルの出入口とそれぞれの乗船場所との間の経路の段差が解
　　消されている乗船場所の数を記入し、（合計）には、その合計数を記入すること。

　６．エレベーターの設置基数の欄には、当該旅客船ターミナルに設置されたエレベーターの総数を記入し、同欄の括弧内には
　　、公共交通移動等円滑化基準省令第４条第７項の基準に適合するエレベーターの設置基数を記入し、（合計）には、それぞ
　　れの合計数を記入すること。

　７．エスカレーターの設置基数の欄には、当該旅客船ターミナルに設置されたエスカレーターの総数を記入し、同欄の括弧内
　　には、公共交通移動等円滑化基準省令第４条第８項の基準に適合するエスカレーターの設置基数を記入し、（合計）には、
　　それぞれの合計数を記入すること。

　８．その他の昇降機の設置基数の欄には、エレベーター及びエスカレーター以外の昇降機の設置基数を記入し、（合計）には
　　、その合計数を記入すること。
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　12．転落防止設備の設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第26条の基準に適合している場合に○印を記入し、
　　（合計）には、○印の合計数を記入すること。
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（
削
除
）

１．航空機の移動等円滑化の達成状況

通路が２以
上の航空機
数

障害者対応型
便所を備えた
航空機数

機 機

２．航空機の移動等円滑化のための事業の計画

前年度の計画からの変更内容

機 機 機

対象となる航空機
計画内容

（目標、計画対象期間及び事業の主な内容を明記すること。）

機 機 機 機 機 機

（　　年３月31日現在）

事業の用に供している
航空機数

年度内に新た
に供用を開始
した航空機数

年度内に供用
を廃止した航
空機数

公共交通移動
等円滑化基準
省令に適合し
た航空機数

客席数が30以
上の航空機数

可動式ひじ
掛けのある
航空機数

運航情報提供
設備を備えた
航空機数

客席数が60
以上の航空
機数

車椅子を備
えた航空機
数

第16号様式（第23条関係）（日本工業規格Ａ列４番）

移 動 等 円 滑 化 実 績 等 報 告 書 （ 航 空 機 ）

 （　　年度）

   住　　所

   事業者名

   代表者名（役職名及び氏名）
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（第16号様式）

　５．障害者対応型便所を備えた航空機数の欄には、通路が２以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第67条
　　の基準に適合しているものの数を記入すること。

注１．公共交通移動等円滑化基準省令に適合した航空機数の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令のすべての基準に適合
　　している航空機の数を記入すること。

　２．可動式ひじ掛けのある航空機数の欄には、客席数が30以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第64条の
　　基準に適合しているものの数を記入すること。

　３．運航情報提供設備を備えた航空機数の欄には、客席数が30以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第66
　　条の基準に適合しているものの数を記入すること。

　４．車椅子を備えた航空機数の欄には、客席数が60以上の航空機のうち、公共交通移動等円滑化基準省令第65条の基準に
　　適合しているものの数を記入すること。
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（
削
除
）

１．航空旅客ターミナル施設の移動等円滑化の達成状況

所在都道
府県市町
村

一日当た
りの利用
者数

公共交通移
動等円滑化
基準省令適
合の有無

段差への
対応

搭乗ゲー
トの数

段差が解消
されている
搭乗ゲート
の数

エレベータ
ーの設置基
数

エスカレー
ターの設置
基数

その他の昇
降機の設置
基数

視覚障害者
誘導用ブロ
ックの設置
の有無

案内設備の
設置の有無

障害者対応
型便所の設
置の有無

県　市 人
（　　）

基
（　）

基
（　）

基

（　　）
基

（　）
基

（　）
基

２．航空旅客ターミナル施設の移動等円滑化のための事業の計画

第17号様式（第23条関係）（日本工業規格Ａ列４番）

対象となる航空旅客ターミナル施設
計画内容

（目標、計画対象期間及び事業の主な内容を明記すること。）

   事業者名

移 動 等 円 滑 化 実 績 等 報 告 書（航空旅客ターミナル施設）

 （　　年度）

   住　　所

（　　年３月31日現在）

航空旅客ターミナル
施設の名称

(合　　　計)
計　ターミナル

前年度の計画からの変更内容

　 代表者名（役職名及び氏名） 　　　　　　　　　　　　
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（第17号様式）

　４．段差が解消されている搭乗ゲートの数の欄には、旅客船ターミナルの出入口とそれぞれの搭乗ゲートとの間の経路の
　　段差が解消されている搭乗ゲートの数を記入し、（合計）には、その合計数を記入すること。

　５．エレベーターの設置基数の欄には、当該航空旅客ターミナル施設に設置されたエレベーターの総数を記入し、同欄の
　　括弧内には、公共交通移動等円滑化基準省令第４条第７項の基準に適合するエレベーターの設置基数を記入し、（合計
　　）には、それぞれの合計数を記入すること。

　６．エスカレーターの設置基数の欄には、当該航空旅客ターミナル施設に設置されたエスカレーターの総数を記入し、同
　　欄の括弧内には、公共交通移動等円滑化基準省令第４条第８項の基準に適合するエスカレーターの設置基数を記入し、
　　（合計）には、それぞれの合計数を記入すること。

　７．その他の昇降機の設置基数の欄には、エレベーター及びエスカレーター以外の昇降機の設置基数を記入し、（合計）
　　には、その合計数を記入すること。

　８．視覚障害者誘導用ブロックの設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第９条の基準に適合している場合
　　に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　９．案内設備の設置の有無の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第10条から第12条までの基準に適合している場合に
　　○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　10．障害者対応型便所の設置の有無の欄には、当該航空旅客ターミナル施設に便所が設置されていない場合に―印を、便
　　所が設置されており、かつ、障害者対応型便所が設置されていない場合は×印を、障害者対応型便所が設置されている
　　場合は○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　３．搭乗ゲートの数の欄には、当該航空旅客ターミナル施設に設置されている搭乗ゲートの総数を記入し、同欄の括弧内
　　には、旅客搭乗橋が設置された搭乗ゲートの数を記入し、（合計）には、その合計数を記入すること。

注１．公共交通移動等円滑化基準省令適合の有無の欄には、当該航空旅客ターミナル施設が公共交通移動等円滑化基準省令
　　のすべての基準に適合している場合に○印を記入し、（合計）には、○印の合計数を記入すること。

　２．段差への対応の欄には、公共交通移動等円滑化基準省令第４条の基準に適合している場合に○印を記入し、（合計）
　　には、○印の合計数を記入すること。
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（
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
旅
客
施
設
又
は
車
両
等
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一

部
改
正
）

第
二
条

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
旅
客
施
設
又
は
車
両
等
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令

（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
三
章

車
両
等

第
三
章

車
両
等

第
一
節
・
第
二
節

（
略
）

第
一
節
・
第
二
節

（
略
）

第
三
節

乗
合
バ
ス
車
両
（
第
三
十
六
条
―
第
四
十
三
条
）

第
三
節

バ
ス
車
両
（
第
三
十
六
条
―
第
四
十
三
条
）

第
三
節
の
二

貸
切
バ
ス
車
両
（
第
四
十
三
条
の
二
）

（
新
設
）

第
四
節
～
第
六
節

（
略
）

第
四
節
～
第
六
節

（
略
）

附
則

附
則

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

九

旅
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号

九

旅
客
船
タ
ー
ミ
ナ
ル

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号

）
に
よ
る
輸
送
施
設
（
船
舶
を
除
き
、
同
法
に
よ
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業

）
に
よ
る
輸
送
施
設
（
船
舶
を
除
き
、
同
法
に
よ
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業

又
は
旅
客
不
定
期
航
路
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
旅

の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
旅
客
の
乗
降
、
待
合
い
そ
の
他

客
の
乗
降
、
待
合
い
そ
の
他
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。

の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。

十
～
十
二

（
略
）

十
～
十
二

（
略
）

十
三

乗
合
バ
ス
車
両

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）

十
三

バ
ス
車
両

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
に
よ

に
よ
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
（
路
線
を
定
め
て
定
期
に
運
行
す

る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
（
路
線
を
定
め
て
定
期
に
運
行
す
る
自

る
自
動
車
に
よ
り
乗
合
旅
客
の
運
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
が
旅
客
の
運
送

動
車
に
よ
り
乗
合
旅
客
の
運
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
が
旅
客
の
運
送
を
行

を
行
う
た
め
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
同
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号

う
た
め
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
同
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規

に
規
定
す
る
路
線
定
期
運
行
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

定
す
る
路
線
定
期
運
行
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

十
三
の
二

貸
切
バ
ス
車
両

道
路
運
送
法
に
よ
る
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送

（
新
設
）

事
業
者
が
旅
客
の
運
送
を
行
う
た
め
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
高
齢

者
、
障
害
者
等
が
移
動
の
た
め
の
車
椅
子
そ
の
他
の
用
具
を
使
用
し
た
ま
ま
車

内
に
乗
り
込
む
こ
と
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
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十
四

（
略
）

十
四

（
略
）

十
五

船
舶

海
上
運
送
法
に
よ
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
（
日
本
の
国
籍
を

十
五

船
舶

海
上
運
送
法
に
よ
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
（
日
本
の
国
籍
を

有
す
る
者
及
び
日
本
の
法
令
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体
以
外
の

有
す
る
者
及
び
日
本
の
法
令
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体
以
外
の

者
が
営
む
同
法
に
よ
る
対
外
旅
客
定
期
航
路
事
業
を
除
く
。
）
又
は
旅
客
不
定

者
が
営
む
同
法
に
よ
る
対
外
旅
客
定
期
航
路
事
業
を
除
く
。
）
を
営
む
者
が
旅

期
航
路
事
業
を
営
む
者
が
旅
客
の
運
送
を
行
う
た
め
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る

客
の
運
送
を
行
う
た
め
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
船
舶
を
い
う
。

船
舶
を
い
う
。

十
六

（
略
）

十
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
二
十
三
条

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
乗
降
場
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も

第
二
十
三
条

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
乗
降
場
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

床
の
表
面
は
、
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一

床
の
表
面
は
、
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

乗
降
場
の
縁
端
の
う
ち
、
誘
導
車
路
そ
の
他
の
乗
合
バ
ス
車
両
の
通
行
、
停

二

乗
降
場
の
縁
端
の
う
ち
、
誘
導
車
路
そ
の
他
の
バ
ス
車
両
の
通
行
、
停
留
又

留
又
は
駐
車
の
用
に
供
す
る
場
所
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
乗
合
バ
ス
車
両

は
駐
車
の
用
に
供
す
る
場
所
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
バ
ス
車
両
用
場
所
」

用
場
所
」
と
い
う
。
）
に
接
す
る
部
分
に
は
、
柵
、
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
そ
の
他
の

と
い
う
。
）
に
接
す
る
部
分
に
は
、
柵
、
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
そ
の
他
の
視
覚
障
害

視
覚
障
害
者
の
乗
合
バ
ス
車
両
用
場
所
へ
の
進
入
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
が

者
の
バ
ス
車
両
用
場
所
へ
の
進
入
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い

設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

る
こ
と
。

三

当
該
乗
降
場
に
接
し
て
停
留
す
る
乗
合
バ
ス
車
両
に
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑

三

当
該
乗
降
場
に
接
し
て
停
留
す
る
バ
ス
車
両
に
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
乗

に
乗
降
で
き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

降
で
き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
三
節

乗
合
バ
ス
車
両

第
三
節

バ
ス
車
両

（
適
用
範
囲
）

（
適
用
範
囲
）

第
三
十
六
条

乗
合
バ
ス
車
両
の
構
造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
節
の
定
め
る

第
三
十
六
条

バ
ス
車
両
の
構
造
及
び
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
節
の
定
め
る
と
こ

と
こ
ろ
に
よ
る
。

ろ
に
よ
る
。

（
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
）

（
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス
）

第
三
十
九
条

乗
合
バ
ス
車
両
に
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
車
椅
子
ス
ペ

第
三
十
九
条

バ
ス
車
両
に
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス

ー
ス
を
一
以
上
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
一
以
上
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）
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五

他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
旅
客
が
降
車
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
容
易
に
そ
の

五

他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
旅
客
が
降
車
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
容
易
に
そ
の

旨
を
運
転
者
に
通
報
す
る
た
め
の
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
装
置
を
備
え
る
こ
と
と
さ

旨
を
運
転
者
に
通
報
す
る
た
め
の
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
装
置
を
備
え
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
乗
合
バ
ス
車
両
で
あ
る
場
合
は
、
車
椅
子
使
用
者
が
利
用
で
き
る
位

れ
て
い
る
バ
ス
車
両
で
あ
る
場
合
は
、
車
椅
子
使
用
者
が
利
用
で
き
る
位
置
に

置
に
、
当
該
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
装
置
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

、
当
該
ブ
ザ
ー
そ
の
他
の
装
置
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

（
運
行
情
報
提
供
設
備
等
）

（
運
行
情
報
提
供
設
備
等
）

第
四
十
一
条

乗
合
バ
ス
車
両
内
に
は
、
次
に
停
車
す
る
停
留
所
の
名
称
そ
の
他
の

第
四
十
一
条

バ
ス
車
両
内
に
は
、
次
に
停
車
す
る
停
留
所
の
名
称
そ
の
他
の
当
該

当
該
乗
合
バ
ス
車
両
の
運
行
に
関
す
る
情
報
を
文
字
等
に
よ
り
表
示
す
る
た
め
の

バ
ス
車
両
の
運
行
に
関
す
る
情
報
を
文
字
等
に
よ
り
表
示
す
る
た
め
の
設
備
及
び

設
備
及
び
音
声
に
よ
り
提
供
す
る
た
め
の
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

音
声
に
よ
り
提
供
す
る
た
め
の
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

乗
合
バ
ス
車
両
に
は
、
車
外
用
放
送
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

バ
ス
車
両
に
は
、
車
外
用
放
送
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

乗
合
バ
ス
車
両
の
前
面
、
左
側
面
及
び
後
面
に
、
乗
合
バ
ス
車
両
の
行
き
先
を

３

バ
ス
車
両
の
前
面
、
左
側
面
及
び
後
面
に
、
バ
ス
車
両
の
行
き
先
を
見
や
す
い

見
や
す
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
意
思
疎
通
を
図
る
た
め
の
設
備
）

（
意
思
疎
通
を
図
る
た
め
の
設
備
）

第
四
十
二
条

乗
合
バ
ス
車
両
内
に
は
、
聴
覚
障
害
者
が
文
字
に
よ
り
意
思
疎
通
を

第
四
十
二
条

バ
ス
車
両
内
に
は
、
聴
覚
障
害
者
が
文
字
に
よ
り
意
思
疎
通
を
図
る

図
る
た
め
の
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

た
め
の
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
設
備

設
備
を
保
有
し
て
い
る
旨
を
当
該
乗
合
バ
ス
車
両
内
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

を
保
有
し
て
い
る
旨
を
当
該
バ
ス
車
両
内
に
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
三
条

地
方
運
輸
局
長
が
、
そ
の
構
造
に
よ
り
又
は
そ
の
運
行
の
態
様
に
よ

第
四
十
三
条

地
方
運
輸
局
長
が
、
そ
の
構
造
に
よ
り
又
は
そ
の
運
行
の
態
様
に
よ

り
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
難
い
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
認
定
し
た
乗
合
バ
ス
車

り
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
難
い
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
認
定
し
た
バ
ス
車
両
に

両
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
七
条
か
ら
前
条
ま
で
（
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
三
十

つ
い
て
は
、
第
三
十
七
条
か
ら
前
条
ま
で
（
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条

八
条
第
二
項
及
び
前
条
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
規
定
の
う
ち
か
ら
当
該
地
方
運
輸

第
二
項
及
び
前
条
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
規
定
の
う
ち
か
ら
当
該
地
方
運
輸
局
長

局
長
が
当
該
乗
合
バ
ス
車
両
ご
と
に
指
定
し
た
も
の
は
、
適
用
し
な
い
。

が
当
該
バ
ス
車
両
ご
と
に
指
定
し
た
も
の
は
、
適
用
し
な
い
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

第
三
節
の
二

貸
切
バ
ス
車
両

（
新
設
）

（
準
用
）

第
四
十
三
条
の
二

前
節
（
第
三
十
八
条
第
一
項
、
第
三
十
九
条
第
五
号
及
び
第
六

（
新
設
）
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号
、
第
四
十
条
第
二
項
、
第
四
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
十
三
条

を
除
く
。
）
の
規
定
は
貸
切
バ
ス
車
両
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
次
に
停
車
す
る
停
留
所
の
名
称
」
と
あ
る
の
は
「

目
的
地
」
と
、
「
文
字
等
に
よ
り
表
示
す
る
た
め
の
設
備
及
び
音
声
に
よ
り
提
供

す
る
た
め
の
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
音
声
に
よ
り
提
供
す
る
た
め
の
設
備
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
基
準
の
適
用
除
外
）

（
基
準
の
適
用
除
外
）

第
六
十
一
条

一
般
定
期
航
路
事
業
の
用
に
供
す
る
総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満
の
船
舶

第
六
十
一
条

総
ト
ン
数
五
ト
ン
未
満
の
船
舶
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に

及
び
旅
客
不
定
期
航
路
事
業
の
用
に
供
す
る
総
ト
ン
数
二
百
ト
ン
未
満
の
船
舶
に

よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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（
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
誘
導
す
べ
き
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及
び
配

置
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
誘
導
す
べ
き
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及

び
配
置
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
出
入
口
）

（
出
入
口
）

第
二
条

多
数
の
者
が
利
用
す
る
出
入
口
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
並
び
に
籠
、
昇

第
二
条

多
数
の
者
が
利
用
す
る
出
入
口
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
並
び
に
か
ご
、

降
路
、
便
所
及
び
浴
室
等
に
設
け
ら
れ
る
も
の
を
除
き
、
か
つ
、
二
以
上
の
出
入

昇
降
路
、
便
所
及
び
浴
室
等
に
設
け
ら
れ
る
も
の
を
除
き
、
か
つ
、
二
以
上
の
出

口
を
併
設
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち
一
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲

入
口
を
併
設
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
う
ち
一
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に

げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

戸
を
設
け
る
場
合
に
は
、
自
動
的
に
開
閉
す
る
構
造
そ
の
他
の
車
椅
子
使
用

二

戸
を
設
け
る
場
合
に
は
、
自
動
的
に
開
閉
す
る
構
造
そ
の
他
の
車
い
す
使
用

者
が
容
易
に
開
閉
し
て
通
過
で
き
る
構
造
と
し
、
か
つ
、
そ
の
前
後
に
高
低
差

者
が
容
易
に
開
閉
し
て
通
過
で
き
る
構
造
と
し
、
か
つ
、
そ
の
前
後
に
高
低
差

が
な
い
こ
と
。

が
な
い
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
廊
下
等
）

（
廊
下
等
）

第
三
条

多
数
の
者
が
利
用
す
る
廊
下
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

第
三
条

多
数
の
者
が
利
用
す
る
廊
下
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一

幅
は
、
百
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
五
十
メ
ー

一

幅
は
、
百
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
五
十
メ
ー

ト
ル
以
内
ご
と
に
車
椅
子
の
す
れ
違
い
に
支
障
が
な
い
場
所
を
設
け
る
場
合
に

ト
ル
以
内
ご
と
に
車
い
す
の
す
れ
違
い
に
支
障
が
な
い
場
所
を
設
け
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
百
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

あ
っ
て
は
、
百
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

戸
を
設
け
る
場
合
に
は
、
自
動
的
に
開
閉
す
る
構
造
そ
の
他
の
車
椅
子
使
用

四

戸
を
設
け
る
場
合
に
は
、
自
動
的
に
開
閉
す
る
構
造
そ
の
他
の
車
い
す
使
用

者
が
容
易
に
開
閉
し
て
通
過
で
き
る
構
造
と
し
、
か
つ
、
そ
の
前
後
に
高
低
差

者
が
容
易
に
開
閉
し
て
通
過
で
き
る
構
造
と
し
、
か
つ
、
そ
の
前
後
に
高
低
差

が
な
い
こ
と
。

が
な
い
こ
と
。

五
～
七

（
略
）

五
～
七

（
略
）

２

前
項
第
一
号
及
び
第
四
号
の
規
定
は
、
車
椅
子
使
用
者
の
利
用
上
支
障
が
な
い

２

前
項
第
一
号
及
び
第
四
号
の
規
定
は
、
車
い
す
使
用
者
の
利
用
上
支
障
が
な
い

も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
廊
下
等
の
部
分
に
は
、
適
用
し
な
い
。

も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
廊
下
等
の
部
分
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
階
段
）

（
階
段
）

第
四
条

多
数
の
者
が
利
用
す
る
階
段
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

第
四
条

多
数
の
者
が
利
用
す
る
階
段
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。

な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

蹴
上
げ
の
寸
法
は
、
十
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

二

け
あ
げ
の
寸
法
は
、
十
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

三
～
九

（
略
）

三
～
九

（
略
）

（
傾
斜
路
又
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
の
設
置
）

（
傾
斜
路
又
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
の
設
置
）

第
五
条

多
数
の
者
が
利
用
す
る
階
段
を
設
け
る
場
合
に
は
、
階
段
に
代
わ
り
、
又

第
五
条

多
数
の
者
が
利
用
す
る
階
段
を
設
け
る
場
合
に
は
、
階
段
に
代
わ
り
、
又

は
こ
れ
に
併
設
す
る
傾
斜
路
又
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
（
二
以
上
の

は
こ
れ
に
併
設
す
る
傾
斜
路
又
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
（
二
以
上
の

階
に
わ
た
る
と
き
に
は
、
第
七
条
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば

階
に
わ
た
る
と
き
に
は
、
第
七
条
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
車
椅
子
使
用
者
の
利
用
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
車
い
す
使
用
者
の
利
用
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土

交
通
大
臣
が
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

交
通
大
臣
が
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
階
段
に
代
わ
り
、
又
は
こ
れ
に
併
設
す
る
傾
斜
路
）

（
階
段
に
代
わ
り
、
又
は
こ
れ
に
併
設
す
る
傾
斜
路
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
は
、
車
椅
子
使
用
者
の
利
用
上
支
障
が

２

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
は
、
車
い
す
使
用
者
の
利
用
上
支
障
が

な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
傾
斜
路
の
部
分
に
は
、
適
用
し
な
い

な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
傾
斜
路
の
部
分
に
は
、
適
用
し
な
い

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
勾
配
が
十
二
分
の
一
を
超
え
る
傾
斜
が
あ
る
部
分
に
は

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
勾
配
が
十
二
分
の
一
を
超
え
る
傾
斜
が
あ
る
部
分
に
は

、
両
側
に
手
す
り
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
両
側
に
手
す
り
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
）

（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
）

第
七
条

多
数
の
者
が
利
用
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
（
次
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く

第
七
条

多
数
の
者
が
利
用
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
（
次
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
る
場
合
に
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
る
場
合
に
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号

に
規
定
す
る
階
に
停
止
す
る
籠
を
備
え
た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
、
第
一
号
に
規
定
す

に
規
定
す
る
階
に
停
止
す
る
か
ご
を
備
え
た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
、
第
一
号
に
規
定

る
階
ご
と
に
一
以
上
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
階
ご
と
に
一
以
上
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

多
数
の
者
が
利
用
す
る
居
室
、
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
、
車
椅
子
使
用
者
用

一

多
数
の
者
が
利
用
す
る
居
室
、
車
い
す
使
用
者
用
便
房
、
車
い
す
使
用
者
用

駐
車
施
設
、
車
椅
子
使
用
者
用
客
室
又
は
第
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
車
椅

駐
車
施
設
、
車
い
す
使
用
者
用
客
室
又
は
第
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
車
い

子
使
用
者
用
浴
室
等
が
あ
る
階

す
使
用
者
用
浴
室
等
が
あ
る
階

二

（
略
）

二

（
略
）

２

多
数
の
者
が
利
用
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及
び
そ
の
乗
降
ロ
ビ
ー
は
、
次
に
掲
げ

２

多
数
の
者
が
利
用
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及
び
そ
の
乗
降
ロ
ビ
ー
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
幅
は
、
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ

一

か
ご
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
幅
は
、
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る

と
。

こ
と
。

二

籠
の
奥
行
き
は
、
百
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

二

か
ご
の
奥
行
き
は
、
百
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

籠
内
に
、
籠
が
停
止
す
る
予
定
の
階
及
び
籠
の
現
在
位
置
を
表
示
す
る
装
置

四

か
ご
内
に
、
か
ご
が
停
止
す
る
予
定
の
階
及
び
か
ご
の
現
在
位
置
を
表
示
す

を
設
け
る
こ
と
。

る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

五

乗
降
ロ
ビ
ー
に
、
到
着
す
る
籠
の
昇
降
方
向
を
表
示
す
る
装
置
を
設
け
る
こ

五

乗
降
ロ
ビ
ー
に
、
到
着
す
る
か
ご
の
昇
降
方
向
を
表
示
す
る
装
置
を
設
け
る

と
。

こ
と
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
多
数
の
者
が
利
用
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
多
数
の
者
が
利
用
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及

び
そ
の
乗
降
ロ
ビ
ー
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な

び
そ
の
乗
降
ロ
ビ
ー
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

籠
の
幅
は
、
百
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

一

か
ご
の
幅
は
、
百
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

二

籠
は
、
車
椅
子
の
転
回
に
支
障
が
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。

二

か
ご
は
、
車
い
す
の
転
回
に
支
障
が
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。

三

籠
内
及
び
乗
降
ロ
ビ
ー
に
は
、
車
椅
子
使
用
者
が
利
用
し
や
す
い
位
置
に
制

三

か
ご
内
及
び
乗
降
ロ
ビ
ー
に
は
、
車
い
す
使
用
者
が
利
用
し
や
す
い
位
置
に

御
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

制
御
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

４

（
略
）

４

（
略
）

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
す
る
エ
レ

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
す
る
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
及
び
そ
の
乗
降
ロ
ビ
ー
は
、
第
二
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
並

ベ
ー
タ
ー
及
び
そ
の
乗
降
ロ
ビ
ー
は
、
第
二
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
並

び
に
第
三
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で

び
に
第
三
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

籠
の
幅
は
、
百
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

一

か
ご
の
幅
は
、
百
六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

二

籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
幅
は
、
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ

二

か
ご
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
幅
は
、
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る

と
。

こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は

主
と
し
て
視
覚
障
害
者
が
利
用
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及
び
そ
の
乗
降
ロ
ビ
ー
は
、

主
と
し
て
視
覚
障
害
者
が
利
用
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及
び
そ
の
乗
降
ロ
ビ
ー
は
、

第
三
項
又
は
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

第
三
項
又
は
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
視
覚
障
害
者
の
利
用
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大

な
い
。
た
だ
し
、
視
覚
障
害
者
の
利
用
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大

臣
が
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

臣
が
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

籠
内
に
、
籠
が
到
着
す
る
階
並
び
に
籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
の
閉
鎖

一

か
ご
内
に
、
か
ご
が
到
着
す
る
階
並
び
に
か
ご
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
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を
音
声
に
よ
り
知
ら
せ
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

の
閉
鎖
を
音
声
に
よ
り
知
ら
せ
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

二

籠
内
及
び
乗
降
ロ
ビ
ー
に
設
け
る
制
御
装
置
（
車
椅
子
使
用
者
が
利
用
し
や

二

か
ご
内
及
び
乗
降
ロ
ビ
ー
に
設
け
る
制
御
装
置
（
車
い
す
使
用
者
が
利
用
し

す
い
位
置
及
び
そ
の
他
の
位
置
に
制
御
装
置
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

や
す
い
位
置
及
び
そ
の
他
の
位
置
に
制
御
装
置
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

該
そ
の
他
の
位
置
に
設
け
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
点
字
そ
の
他
国
土
交
通
大

当
該
そ
の
他
の
位
置
に
設
け
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
点
字
そ
の
他
国
土
交
通

臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
視
覚
障
害
者
が
円
滑
に
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
構

大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
視
覚
障
害
者
が
円
滑
に
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る

造
と
す
る
こ
と
。

構
造
と
す
る
こ
と
。

三

籠
内
又
は
乗
降
ロ
ビ
ー
に
、
到
着
す
る
籠
の
昇
降
方
向
を
音
声
に
よ
り
知
ら

三

か
ご
内
又
は
乗
降
ロ
ビ
ー
に
、
到
着
す
る
か
ご
の
昇
降
方
向
を
音
声
に
よ
り

せ
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

知
ら
せ
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

（
特
殊
な
構
造
又
は
使
用
形
態
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
）

（
特
殊
な
構
造
又
は
使
用
形
態
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
）

第
八
条

階
段
又
は
段
に
代
わ
り
、
又
は
こ
れ
に
併
設
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め

第
八
条

階
段
又
は
段
に
代
わ
り
、
又
は
こ
れ
に
併
設
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定
め

る
特
殊
な
構
造
又
は
使
用
形
態
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
は
、
車
椅
子

る
特
殊
な
構
造
又
は
使
用
形
態
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
は
、
車
い
す

使
用
者
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
構
造
と
し

使
用
者
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
構
造
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
便
所
）

（
便
所
）

第
九
条

多
数
の
者
が
利
用
す
る
便
所
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

第
九
条

多
数
の
者
が
利
用
す
る
便
所
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一

多
数
の
者
が
利
用
す
る
便
所
（
男
子
用
及
び
女
子
用
の
区
別
が
あ
る
と
き
は

一

多
数
の
者
が
利
用
す
る
便
所
（
男
子
用
及
び
女
子
用
の
区
別
が
あ
る
と
き
は

、
そ
れ
ぞ
れ
の
便
所
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
階
ご
と
に
、
当
該
便
所
の
う
ち
一

、
そ
れ
ぞ
れ
の
便
所
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
階
ご
と
に
、
当
該
便
所
の
う
ち
一

以
上
に
、
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
す

以
上
に
、
車
い
す
使
用
者
用
便
房
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
水
洗
器
具
を
設
け
た
便
房
を
設
け
る
こ
と
。

る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
水
洗
器
具
を
設
け
た
便
房
を
設
け
る
こ
と
。

二

多
数
の
者
が
利
用
す
る
便
所
が
設
け
ら
れ
て
い
る
階
の
車
椅
子
使
用
者
用
便

二

多
数
の
者
が
利
用
す
る
便
所
が
設
け
ら
れ
て
い
る
階
の
車
い
す
使
用
者
用
便

房
の
数
は
、
当
該
階
の
便
房
（
多
数
の
者
が
利
用
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

房
の
数
は
、
当
該
階
の
便
房
（
多
数
の
者
が
利
用
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
数
が
二
百
以
下
の
場
合
は
当
該
便
房
の
総
数
に

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
総
数
が
二
百
以
下
の
場
合
は
当
該
便
房
の
総
数
に

五
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
以
上
と
し
、
当
該
階
の
便
房
の
総
数
が
二
百
を

五
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
以
上
と
し
、
当
該
階
の
便
房
の
総
数
が
二
百
を

超
え
る
場
合
は
当
該
便
房
の
総
数
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
に
二
を
加
え

超
え
る
場
合
は
当
該
便
房
の
総
数
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
に
二
を
加
え

た
数
以
上
と
す
る
こ
と
。

た
数
以
上
と
す
る
こ
と
。

三

車
椅
子
使
用
者
用
便
房
及
び
当
該
便
房
が
設
け
ら
れ
て
い
る
便
所
の
出
入
口

三

車
い
す
使
用
者
用
便
房
及
び
当
該
便
房
が
設
け
ら
れ
て
い
る
便
所
の
出
入
口

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

戸
を
設
け
る
場
合
に
は
、
自
動
的
に
開
閉
す
る
構
造
そ
の
他
の
車
椅
子
使

ロ

戸
を
設
け
る
場
合
に
は
、
自
動
的
に
開
閉
す
る
構
造
そ
の
他
の
車
い
す
使

用
者
が
容
易
に
開
閉
し
て
通
過
で
き
る
構
造
と
し
、
か
つ
、
そ
の
前
後
に
高

用
者
が
容
易
に
開
閉
し
て
通
過
で
き
る
構
造
と
し
、
か
つ
、
そ
の
前
後
に
高

低
差
が
な
い
こ
と
。

低
差
が
な
い
こ
と
。

四

多
数
の
者
が
利
用
す
る
便
所
に
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
が
設
け
ら
れ
て
お
ら

四

多
数
の
者
が
利
用
す
る
便
所
に
車
い
す
使
用
者
用
便
房
が
設
け
ら
れ
て
お
ら

ず
、
か
つ
、
当
該
便
所
に
近
接
す
る
位
置
に
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
が
設
け
ら

ず
、
か
つ
、
当
該
便
所
に
近
接
す
る
位
置
に
車
い
す
使
用
者
用
便
房
が
設
け
ら

れ
て
い
る
便
所
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
便
所
内
に
腰
掛
便
座

れ
て
い
る
便
所
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
便
所
内
に
腰
掛
便
座

及
び
手
す
り
の
設
け
ら
れ
た
便
房
を
一
以
上
設
け
る
こ
と
。

及
び
手
す
り
の
設
け
ら
れ
た
便
房
を
一
以
上
設
け
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
敷
地
内
の
通
路
）

（
敷
地
内
の
通
路
）

第
十
一
条

多
数
の
者
が
利
用
す
る
敷
地
内
の
通
路
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け

第
十
一
条

多
数
の
者
が
利
用
す
る
敷
地
内
の
通
路
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

戸
を
設
け
る
場
合
に
は
、
自
動
的
に
開
閉
す
る
構
造
そ
の
他
の
車
椅
子
使
用

三

戸
を
設
け
る
場
合
に
は
、
自
動
的
に
開
閉
す
る
構
造
そ
の
他
の
車
い
す
使
用

者
が
容
易
に
開
閉
し
て
通
過
で
き
る
構
造
と
し
、
か
つ
、
そ
の
前
後
に
高
低
差

者
が
容
易
に
開
閉
し
て
通
過
で
き
る
構
造
と
し
、
か
つ
、
そ
の
前
後
に
高
低
差

が
な
い
こ
と
。

が
な
い
こ
と
。

四

段
が
あ
る
部
分
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

段
が
あ
る
部
分
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

蹴
上
げ
の
寸
法
は
、
十
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

ロ

け
あ
げ
の
寸
法
は
、
十
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

ハ
～
ヘ

（
略
）

ハ
～
ヘ

（
略
）

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
は
、

３

第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
は
、

車
椅
子
使
用
者
の
利
用
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
敷

車
い
す
使
用
者
の
利
用
上
支
障
が
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
敷

地
内
の
通
路
の
部
分
に
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
勾
配
が
十
二

地
内
の
通
路
の
部
分
に
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
勾
配
が
十
二

分
の
一
を
超
え
る
傾
斜
が
あ
る
部
分
に
は
、
両
側
に
手
す
り
を
設
け
な
け
れ
ば
な

分
の
一
を
超
え
る
傾
斜
が
あ
る
部
分
に
は
、
両
側
に
手
す
り
を
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

（
増
築
等
又
は
修
繕
等
に
関
す
る
適
用
範
囲
）

（
増
築
等
又
は
修
繕
等
に
関
す
る
適
用
範
囲
）



- 77 -

第
十
七
条

建
築
物
の
増
築
若
し
く
は
改
築
（
用
途
の
変
更
を
し
て
特
定
建
築
物
に

第
十
七
条

建
築
物
の
増
築
若
し
く
は
改
築
（
用
途
の
変
更
を
し
て
特
定
建
築
物
に

す
る
こ
と
を
含
む
。
以
下
「
増
築
等
」
と
い
う
。
）
又
は
建
築
物
の
修
繕
若
し
く

す
る
こ
と
を
含
む
。
以
下
「
増
築
等
」
と
い
う
。
）
又
は
建
築
物
の
修
繕
若
し
く

は
模
様
替
（
建
築
物
特
定
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
修
繕
等
」
と
い
う

は
模
様
替
（
建
築
物
特
定
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
修
繕
等
」
と
い
う

。
）
を
す
る
場
合
に
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築

。
）
を
す
る
場
合
に
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
建
築

物
の
部
分
に
限
り
、
適
用
す
る
。

物
の
部
分
に
限
り
、
適
用
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

第
一
号
に
掲
げ
る
部
分
か
ら
車
椅
子
使
用
者
用
便
房
（
前
号
に
掲
げ
る
便
所

四

第
一
号
に
掲
げ
る
部
分
か
ら
車
い
す
使
用
者
用
便
房
（
前
号
に
掲
げ
る
便
所

に
設
け
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
ま
で
の
一
以
上
の
経
路
を
構
成
す
る
出
入
口

に
設
け
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
ま
で
の
一
以
上
の
経
路
を
構
成
す
る
出
入
口

、
廊
下
等
、
階
段
、
傾
斜
路
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
及
び
敷
地
内

、
廊
下
等
、
階
段
、
傾
斜
路
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
及
び
敷
地
内

の
通
路

の
通
路

五
～
七

（
略
）

五
～
七

（
略
）

八

車
椅
子
使
用
者
用
駐
車
施
設
（
前
号
に
掲
げ
る
駐
車
場
に
設
け
ら
れ
る
も
の

八

車
い
す
使
用
者
用
駐
車
施
設
（
前
号
に
掲
げ
る
駐
車
場
に
設
け
ら
れ
る
も
の

に
限
る
。
）
か
ら
第
一
号
に
掲
げ
る
部
分
ま
で
の
一
以
上
の
経
路
を
構
成
す
る

に
限
る
。
）
か
ら
第
一
号
に
掲
げ
る
部
分
ま
で
の
一
以
上
の
経
路
を
構
成
す
る

出
入
口
、
廊
下
等
、
階
段
、
傾
斜
路
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
及
び

出
入
口
、
廊
下
等
、
階
段
、
傾
斜
路
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
そ
の
他
の
昇
降
機
及
び

敷
地
内
の
通
路

敷
地
内
の
通
路

九

（
略
）

九

（
略
）

（
特
別
特
定
建
築
物
に
関
す
る
読
替
え
）

（
特
別
特
定
建
築
物
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
八
条

法
第
十
七
条
第
一
項
の
申
請
に
係
る
特
別
特
定
建
築
物
に
お
け
る
第
二

第
十
八
条

特
別
特
定
建
築
物
に
お
け
る
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
（
第
三
条
第
一
項

条
か
ら
前
条
ま
で
（
第
三
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
六
号
、
第
四
条
第
八
号
、
第

第
三
号
及
び
第
六
号
、
第
四
条
第
八
号
、
第
六
条
第
一
項
第
七
号
、
第
七
条
第
四

六
条
第
一
項
第
七
号
、
第
七
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
十
条
第
二
項
並
び

項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
十
条
第
二
項
並
び
に
第
十
六
条
を
除
く
。
）
の
規
定
の

に
第
十
六
条
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
二

適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
二
条
第
一
項
及
び
第
七
条
第
三
項
を
除

条
第
一
項
及
び
第
七
条
第
三
項
を
除
く
。
）
中
「
多
数
の
者
が
利
用
す
る
」
と
あ

く
。
）
中
「
多
数
の
者
が
利
用
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が

る
の
は
「
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者

利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
」
と
、
第
二
条
第
一

等
が
利
用
す
る
」
と
、
第
二
条
第
一
項
中
「
多
数
の
者
が
利
用
す
る
出
入
口
（
次

項
中
「
多
数
の
者
が
利
用
す
る
出
入
口
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
並
び
に
か
ご
、

項
に
規
定
す
る
も
の
並
び
に
籠
、
昇
降
路
、
便
所
」
と
あ
る
の
は
「
不
特
定
か
つ

昇
降
路
、
便
所
」
と
あ
る
の
は
「
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と

多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
出
入
口

し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
出
入
口
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
並
び
に

（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
並
び
に
籠
、
昇
降
路
、
便
所
、
車
椅
子
使
用
者
用
客
室

か
ご
、
昇
降
路
、
便
所
、
車
い
す
使
用
者
用
客
室
」
と
、
第
七
条
第
三
項
中
「
多

」
と
、
第
七
条
第
三
項
中
「
多
数
の
者
が
利
用
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
主
と
し
て

数
の
者
が
利
用
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
」
と
、
前
条
中
「
特
定
建
築
物
」
と
あ
る
の
は

る
」
と
、
前
条
中
「
特
定
建
築
物
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
特
定
建
築
物
」
と
す
る
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「
特
別
特
定
建
築
物
」
と
す
る
。

。

（
協
定
建
築
物
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
九
条

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
申
請
に
係
る
協
定
建
築
物
に
お
け
る
第

（
新
設
）

二
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
（
第
七
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
九
条
第
一
項

第
二
号
及
び
第
四
号
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
二
項
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
並

び
に
第
十
七
条
第
一
項
各
号
列
記
の
部
分
及
び
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
除
く

。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
し
、
第
七
条
第

二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
九
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
、
第
十
条
、
第
十

一
条
第
二
項
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
各
号
列
記
の
部

分
及
び
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

第
二
条
第
一
項
、
第

多
数
の
者
が
利
用
す
る

協
定
建
築
物
特
定
施
設
で
あ

三
条
第
一
項
、
第
四

る

条
、
第
五
条
、
第
六

条
第
一
項
、
第
十
一

条
第
一
項

第
二
条
第
一
項

除
き
、
か
つ
、
二
以
上

除
く

の
出
入
口
を
併
設
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
う
ち

一
以
上
の
も
の
に
限
る

第
二
条
第
二
項

多
数
の
者
が
利
用
す
る

協
定
建
築
物
特
定
施
設
で
あ

直
接
地
上

っ
て
直
接
移
動
等
円
滑
化
困

難
旅
客
施
設
又
は
当
該
移
動

等
円
滑
化
困
難
旅
客
施
設
へ

の
経
路
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第
七
条
第
一
項

多
数
の
者
が
利
用
す
る

協
定
建
築
物
特
定
施
設
で
あ

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

第
七
条
第
一
項
第
一

多
数
の
者
が
利
用
す
る

協
定
建
築
物
特
定
施
設
で
あ

号

居
室
、
車
椅
子
使
用
者

る
便
所

用
便
房
、
車
椅
子
使
用

者
用
駐
車
施
設
、
車
椅

子
使
用
者
用
客
室
又
は

第
十
三
条
第
一
号
に
規

定
す
る
車
椅
子
使
用
者

用
浴
室
等

第
七
条
第
一
項
第
二

地
上

移
動
等
円
滑
化
困
難
旅
客
施

号

設
又
は
当
該
移
動
等
円
滑
化

困
難
旅
客
施
設
へ
の
経
路

第
七
条
第
六
項

不
特
定
か
つ
多
数
の
者

協
定
建
築
物
特
定
施
設
で
あ

が
利
用
し
、
又
は
主
と

る

し
て
視
覚
障
害
者
が
利

用
す
る

乗
降
ロ
ビ
ー

乗
降
ロ
ビ
ー
（
同
項
各
号
に

規
定
す
る
階
に
あ
る
も
の
に

限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）

第
三
項
又
は
前
項

前
項

第
八
条

昇
降
機

昇
降
機
（
協
定
建
築
物
特
定

施
設
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
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）

第
九
条
第
一
項

多
数
の
者
が
利
用
す
る

協
定
建
築
物
特
定
施
設
で
あ

便
所
は

る
便
所
は

第
九
条
第
一
項
第
一

多
数
の
者
が
利
用
す
る

車
椅
子
使
用
者
用
便
房

号

便
所
（
男
子
用
及
び
女

子
用
の
区
別
が
あ
る
と

き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
便

所
）
が
設
け
ら
れ
て
い

る
階
ご
と
に
、
当
該
便

所
の
う
ち
一
以
上
に
、

車
椅
子
使
用
者
用
便
房

便
房
を

便
房
を
一
以
上

第
九
条
第
一
項
第
三

便
房
が
設
け
ら
れ
て
い

便
所

号

る
便
所

第
九
条
第
二
項

多
数
の
者
が
利
用
す
る

協
定
建
築
物
特
定
施
設
で
あ

男
子
用
小
便
器
の
あ
る

る
男
子
用
小
便
器
の
あ
る
便

便
所
が
設
け
ら
れ
て
い

所
に
は

る
階
ご
と
に
、
当
該
便

所
の
う
ち
一
以
上
に

第
十
四
条
第
一
項
、

、
便
所
又
は
駐
車
施
設

又
は
便
所

第
十
五
条
第
一
項

第
十
六
条

道
等

協
定
建
築
物
特
定
施
設
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第
十
七
条
第
一
項

増
築
若
し
く
は
改
築
（

増
築
、
改
築
、
修
繕
又
は
模

用
途
の
変
更
を
し
て
特

様
替
（
協
定
建
築
物
特
定
施

定
建
築
物
に
す
る
こ
と

設
に
係
る
も
の
限
る
。
以
下

を
含
む
。
以
下
「
増
築

「
増
築
等
」
と
い
う
。
）

等
」
と
い
う
。
）
又
は

建
築
物
の
修
繕
若
し
く

は
模
様
替
（
建
築
物
特

定
施
設
に
係
る
も
の
に

限
る
。
以
下
「
修
繕
等

」
と
い
う
。
）

次
に
掲
げ
る
建
築
物
の

当
該
増
築
等
に
係
る
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
。
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。

）
か
ら
施
行
す
る
。

（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

平
成
三
十
一
年
度
に
お
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑

化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
六
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
六
月
三
十
日
」
と
あ
る

の
は
、
「
十
二
月
三
十
一
日
」
と
す
る
。

（
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
旅
客
施
設
又
は
車
両
等
の
構
造
及
び
設
備
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

施
行
日
前
に
建
造
契
約
が
結
ば
れ
た
船
舶
（
建
造
契
約
が
な
い
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
平
成
三
十
一
年
十
月
一

日
前
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
も
の
）
で
あ
っ
て
、
平
成
三
十
五
年
四
月
一
日
前
に
船
舶
所
有
者
に
引
き
渡
さ
れ
た
も

の
（
旅
客
不
定
期
航
路
事
業
者
が
施
行
後
に
新
た
に
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
の
う
ち
、
地
方
運
輸
局
長
（
運

輸
監
理
部
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
認
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
の
う
ち
か

ら
当
該
地
方
運
輸
局
長
が
当
該
船
舶
ご
と
に
指
定
し
た
も
の
は
、
適
用
し
な
い
。
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２

前
項
の
認
定
は
、
条
件
又
は
期
限
を
付
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
地
方
運
輸
局
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

船
名
及
び
船
舶
番
号

三

就
航
航
路

四

建
造
契
約
が
結
ば
れ
た
年
月
日
（
建
造
契
約
が
な
い
船
舶
に
あ
っ
て
は
、
建
造
に
着
手
し
た
年
月
日
）
及
び
船

舶
所
有
者
に
引
き
渡
さ
れ
た
年
月
日

五

認
定
に
よ
り
適
用
を
除
外
す
る
規
定

六

認
定
を
必
要
と
す
る
理
由

４

地
方
運
輸
局
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き

る
。

一

認
定
の
取
消
し
を
求
め
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
。

二

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

５

第
三
項
の
申
請
書
は
、
運
輸
支
局
長
又
は
海
事
事
務
所
長
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


